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令和６年３月29日

総 務 部 人 事 課

職員団体等との交渉概要

１ 職員団体等

鹿児島県地方公務員労働組合協議会

２ 交渉場所・日時等

(1) 交渉場所 ７－Ａ－２(行政庁舎７階会議室）

(2) 交渉日時・参加人数

交渉日時 参加人数
(当局側を除く)

１回目 令和５年１１月７日（火） ２８人

１０：０１～１１：５０（１時間４９分）

【職員団体等からの回答】

今回の交渉を踏まえ再検討をお願いする。

２回目 令和５年１１月１５日（水） ７０人

１０：００～１１：１３（１時間１３分）

【職員団体等からの回答】

今回の交渉を踏まえ再検討をお願いする。

３回目 令和５年１１月１５日（水） ７６人

１４：００～１５：４０（１時間４０分）

【職員団体等からの回答】

人事評価結果の上位区分の昇給への反映に係る昇給幅の取扱い

について，実施時期の再検討をお願いする。

その他，今回の交渉を踏まえ再検討をお願いする。

４回目 令和５年１１月１５日（水） ７９人

１９：３０～１９：５０（２０分）

２０：４５～２０：４８（３分） ７２人

【職員団体等からの回答】

当局からの提案等について妥結とする。
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３ 要求項目及び当局の回答要旨

当局の回答要旨
要求項目

１回目 ２回目 ３回目 ４回目

１ 基 本 賃 金 及 び 一 時 金 月 例 給の 改定 につい 本 年度 の給 与改定 に 本 年 度の 給与 改定に 本年 度 の給 与改定 に
について ては ， 給料 表， 医師及 つ い ては ，前 回申し 上 つい て は， 前回 申し上 つ いて は ，前 回申し 上

(1) 2 02 3年 度 の 賃 金 改 び歯 科 医師 の初 任給調 げ た とお り， 給料表 ， げた と おり ，人 事委員 げ たと お り， 人事委 員
定 に 当 た っ て は ， 鹿 整手 当 につ いて ，人事 医 師 及び 歯科 医師の 初 会の 勧 告ど おり 改定し 会 の勧 告 どお り改定 し
児 島 県 地 方 公 務 員 労 委員 会 の勧 告ど おり改 任 給 調 整 手 当 に つ い たい。 たい。
働 組 合 協 議 会 と 十 分 定したい。 て ， 人事 委員 会の勧 告
に 交 渉 ・ 協 議 を 尽 く 実 施 時 期 に つ い て どおり改定したい。
し ， 年 内 に 改 定 ・ 支 は， 令 和５ 年４ 月１日 実 施 時 期 に つ い て
給すること。 としたい。 は ， 令和 ５年 ４月１ 日

(2 ) 賃 金 改 定 は ， 九 州 期 末 ・勤 勉手 当の支 としたい。
低 位 の 月 例 賃 金 で あ 給月 数 につ いて は，人 期 末・ 勤勉 手当の 支
る 県 公 務 員 労 働 者 の 事委 員 会の 勧告 どおり 給 月 数に つい ては， 前
生 活 改 善 に つ な が る 引き 上 げて 本年 の職員 回 申 し上 げた とおり 改
よ う 本 県 人 事 委 員 会 の年 間 支給 月数 を４． 定したい。
勧 告 を 最 低 と し ， 一 ５０ 月 に改 定す ること 勤 勉手 当の 査定枠 に
切 の 合 理 化 ・ 抑 制 を としたい。具体的には， ついて変更はない。
行わないこと。 本年 １ ２月 期に 支給す 実 施 時 期 に つ い て

る期 末 ・勤 勉手 当の支 は ， 本年 度の 改定を 令
給割 合 につ いて ，期末 和 ５ 年 １ ２ 月 １ 日 と
手当 を 現行 の１ ．２０ し ， 令和 ６年 度以降 の
月か ら １． ２５ 月に， 改 定 を令 和６ 年４月 １
勤勉 手 当を 現行 の１． 日としたい。
００ 月 から １． ０５月 勤 勉手 当の 成績率 に

に改 定 し， 再任 用職員 つ い ては ，国 の取扱 い
につ い ては ，期 末手当 を 踏 まえ た上 で，適 切
を現 行 の０ ．６ ７５月 に対処したい。
から ０ ．７ ０月 に，勤
勉手 当 を現 行の ０．４
７５ 月 から ０． ５０月
に改 定 した い。 また，
令和 ６ 年度 以降 の期末
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・勤 勉 手当 の支 給割合
につ い ては ，６ 月期，
１２ 月 期の いず れも，
期末 手 当を 現行 の１．
２０ 月 から １． ２２５
月に ， 勤勉 手当 を現行
の１ ． ００ 月か ら１．

０２ ５ 月に 改定 し，再
任用 職 員に つい ては，
期末 手 当を 現行 の０．
６７ ５ 月か ら０ ．６８
７５ 月 に， 勤勉 手当を
現行 の ０． ４７ ５月か
ら０ ． ４８ ７５ 月に改
定したい。

勤 勉 手当 の査 定枠に
ついて変更はない。

実 施 時 期 に つ い て
は， 本 年度 の改 定を令
和 ５ 年 １ ２ 月 １ 日 と
し， 令 和６ 年度 以降の
改定 を 令和 ６年 ４月１
日としたい。

勤 勉 手当 の成 績率に
つい て は， 国の 取扱い
を踏 ま えた 上で ，適切
に対処したい。

(3) 2 00 6年 度 の 給 与 構 経 過 措 置 に つ い て
造 の 見 直 し に お け る は， 現 行の 取扱 いでま
経過措置については， いりたい。
全 組 合 員 に お け る 解
消まで継続すること。

(4 ) 一 時 金 を 以 下 の と 期 末 ・勤 勉手 当の支
おり改善すること。 給割 合 につ いて は，先
① 支 給 月 数 を 4 . 5 0 程申し上げたとおり。



- 4/56 -

月 以 上 に 引 き 上 げ 期 末 ・勤 勉手 当につ
ること。 いて は ，国 の制 度に準

② 勤 勉 手 当 は 期 末 じた も ので あり ，期末
手 当 に 一 元 化 し ， 手当 へ の一 本化 は考え
一 般 職 員 の 0 . 0 3 月 ていない。
分 の 抑 制 と 暫 定 再 勤 勉 手当 にお ける査
任 用 職 員 の 0. 0 1 5月 定枠 に つい ては ，勤勉

分 の 抑 制 を 中 止 す 手当 へ の勤 務実 績反映
ること。 のた め に必 要な 査定原

③ 職 務 段 階 別 格 差 資と し て， 県公 労との
支 給 は 廃 止 し ， 一 協 議 を 経 て 設 け た も
律加算すること。 の。

期 末 ・勤 勉手 当の職
務段 階 別の 加算 措置の
取扱 い につ いて は，県
公労 と の協 議を 経て，
基本 的 に国 の制 度に準
じて 導 入し たと ころで
あり ， 現行 の取 扱いで
まいりたい。

(5 ) 退 職 手 当 に つ い て 現 行 の取 扱い でまい
は ， 現 行 の 支 給 水 準 りたい。
を 維 持 す る こ と 。 ま
た ， 勤 続 2 5年 以 上 か
つ 5 0歳 以 上 の 定 年 前
早 期 退 職 者 に 係 る 退
職 手 当 に つ い て は ，

鹿 児 島 県 職 員 退 職 手
当 支 給 条 例 第 ５ 条 を
適用すること。

(6 ) 人 事 評 価 の 給 与 等 評 価 結果 の上 位区分 人 事評 価結 果の上 位 人 事 評価 結果 の上位 人 事 評 価 に つ い て
への反映については， の給 与 への 反映 におけ 区 分 の昇 給へ の反映 に 区分 の 給与 への 反映に は ，前 回 ，申 し上げ た
合 目 的 性 ・ 公 平 性 ・ る運 用 につ いて は，評 係 る 昇給 幅等 の取扱 い つい て は， 前回 申し上 と おり ， 知事 部局に お
透 明 性 ・ 客 観 性 ・ 納 価の 結 果を 給与 に適切 に つ いて は， 前回申 し げた と おり ，当 分の間 い ては ， 更な る人材 育
得 性 が 担 保 さ れ る よ に反 映 させ るこ とが重 上 げ たと おり ，人事 評 の取 扱 いを 廃止 し，本 成 への 活 用を 図ると い
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う 県 公 労 と の 合 意 に 要 で あ る と 考 え て お 価 制 度の 運用 開始か ら 来の取扱いとしたい。 っ た観 点 から ，必要 な
基づき運用すること。 り， 私 ども の責 任と判 ７ 年 が経 過し ，評価 制 こ の 取扱 いは ，今期 見 直し を 行う 。また ，

断に よ り適 切に 対処す 度 が 定着 して いるこ と の評 価 結果 を反 映する 人 事評 価 制度 が本来 の
る。 に 加 え， 評価 結果の 給 こと と なる ，令 和７年 目 的に 沿 った より適 切

人 事 評価 制度 につい 与 へ の反 映に 係る国 の １月 の 昇給 から 実施す な 運用 と なる よう評 価
ては ， 運用 開始 から７ 動 き や， 人事 委員会 報 ることとしたい。 者 に対 し ては ，定期 的
年が 経 過し ，制 度は定 告 の 内容 等を 踏まえ ， 前 回 ，人 事評 価制度 に フォ ロ ーア ップ研 修

着し 浸 透し てい ると考 メ リ ハリ のあ る給与 処 とパ フ ォー マン スの向 を 受 講 し て も ら う な
えて お り， 知事 部局に 遇 に より ，組 織とし て 上な ど との 関係 につい ど ，評 価 者研 修の充 実
おい て は， 更な る人材 の パ フォ ーマ ンスの 向 て， 様 々な 話が あった 等 に 取 り 組 む と と も
育成 へ の活 用を 図ると 上 を 図る ため ，当分 の が， 組 織と して のパフ に ，被 評 価者 に対し て
いっ た 観点 から ，国の 間 の 取扱 いを 廃止し ， ォー マ ンス の向 上のた は ，評 価 制度 のより 一
人事 評 価制 度の 見直し 本 来 の 取 扱 い と し た めに は ，そ れに 資する 層 の周 知 ・徹 底に取 り
など を 踏ま え， 職員の い。 職員 の 能力 ・業 績を適 組んでいく。
能力 ・ 実績 をよ り的確 こ の取 扱い は，令 和 切に 評 価し ，組 織への 教育 委 員会 におい て
に把 握 し， 適切 なフィ ７ 年 １月 の昇 給から 実 貢献 に ふさ わし い処遇 は ，「 今 後 さ ら に ， 教
ード バ ック につ なげる 施することとしたい。 を確 保 して いく ことが 育 現場 の パフ ォーマ ン
等， 必 要な 見直 しを行 管 理職 及び ５５歳 を 重要と考えている。 ス の向 上 ，人 材の育 成
うとともに，引き続き， 超 え る職 員の 昇給の 取 人 事 評価 結果 の昇給 に つな げ るた め，年 間
評価 者 研修 の実 施など 扱 い 及び 評価 結果の 勤 の反 映 につ いて も，そ を 通し た 日頃 から教 職
に努めてまいりたい。 勉 手 当へ の反 映につ い のよ う な観 点か ら，メ 員 への 声 掛け や業務 状

具 体 的な 見直 し内容 ては，変更はない。 リハ リ のあ る給 与処遇 況 の 確 認 な ど を 通 じ
とし て は， 評価 区分の 人 事 評 価 に つ い て によ り ，組 織と しての て ，よ り 適切 に教職 員
細分 化 や， 管理 職員の は ， 前回 ，申 し上げ た パフ ォ ーマ ンス を向上 を 評価 し ，そ の評価 の
マネ ジ メン ト関 連項目 と お り， 知事 部局に お させ る ため ，県 公労と 公 正性 や 納得 性を高 め
をよ り 重視 した 評価， い て は， 更な る人材 育 の協 議 を経 て導 入した ら れる よ う， 校長や 教
より き め細 かい 能力評 成 へ の活 用を 図ると い もの で あり ，本 来の取 頭 等へ の 研修 をより 一
価， 業 績評 価に おける っ た 観点 から ，国の 人 扱い と すべ く， 今回提 層 充 実 さ せ て い く 。」

チャ レ ンジ 目標 の設定 事 評 価制 度の 見直し な 案し て いる もの 。人事 と聞いている。
など を 行う こと として ど を 踏ま え， 職員の 能 評価 や 評価 結果 の昇給 人事 評 価結 果の上 位
いる 。 また ，振 興局・ 力 ・ 実績 をよ り的確 に 等 へ の 反 映 に つ い て 区 分の 給 与へ の反映 に
支庁 等 の出 先機 関の係 把 握 し， 適切 なフィ ー は， こ れま でも ，評価 つ いて は ，こ れまで 申
長に つ いて ，新 たに一 ド バ ッ ク に つ な げ る 者研 修 の充 実な どを通 し 上げ た とお り，人 事
次評 価 者と する 評価体 等 ， 必要 な見 直しを 行 じて ， 組織 とし てのパ 評 価制 度 の運 用開始 か
制の 見 直し を行 うこと うとともに，引き続き， フォ ー マン スの 向上な ら ７年 が 経過 し，評 価
としている。 評 価 者研 修等 の実施 に どの 目 的に 沿っ た適切 制 度が 定 着し ている こ

教 育 委員 会に おいて 努めてまいりたい。 な運 用 に努 めて きてい と に加 え ，評 価結果 の
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は，「引き続き，人事 るところであり，今後 給与への反映に係る国
評価 制 度の 周知 や評価 教 育委 員会 におい て とも ， 制度 の目 的に沿 の 動き や ，人 事委員 会
者ス キ ルの 向上 を図る は ，「 新 た な 評 価 制 度 った 適 切な 運用 に努め 報 告 の 内 容 等 を 踏 ま
研修 を 実施 し， 学校職 の 導 入に 伴い ，平成 ２ てまいりたい。 え ，メ リ ハリ のある 給
員の 更 なる 人材 育成に ８ 年 度か ら評 価者ス キ 人 事 評価 制度 の定着 与 処遇 に より ，組織 と
つな が るよ うな 取組を ル の 向上 を図 るため ， につ い ても ，様 々な話 し ての パ フォ ーマン ス
充実 さ せて いく 」と聞 評 価 者で ある 校長， 教 があ っ たが ，人 事評価 の 向上 を 図る ため， 当

いている。 頭 ， 事務 長に 対する 研 制度 は ，運 用開 始から 分 の間 の 取扱 いを廃 止
修 を 行っ てい る。令 和 ７ 年 が 経 過 し て い る し ，本 来 の取 扱いと し

評 価 結果 の上 位区分 ５ 年 度は ，こ れらの 管 が， こ れま での 間，毎 た い。 具 体的 には， 昇
の昇 給 への 反映 にあた 理 職 研修 会に おいて ， 年度，各所属において， 給 区分 「 Ａ」 の昇給 幅
って は ，平 成１ ７年度 こ れ まで の人 事評価 を 評価 者 と被 評価 者との を ８号 給 以上 ，昇給 区
の県 公 労と の協 議にお 行 う 中で 課題 の具体 的 間で の 期首 ・期 末面談 分 「Ｂ 」 の昇 給幅を ６
いて ， 勤務 成績 に基づ な 事 例を 取り 上げた 演 や， 面 談等 を通 した人 号 給， 分 布率 は，初 任
く昇 給 制度 の導 入にあ 習 ・ グル ープ 協議の 時 事評 価 結果 のフ ィード 層 につ い ては ，昇給 区
たり ， 昇給 区分 「Ａ」 間 を 充実 させ ている 。 バッ ク など が着 実に実 分 「Ａ 」 の分 布率を ５
が昇 給 幅８ 号給 以上， ま た ，研 修で の意見 を 施さ れ てき てい る。制 ％以内，昇給区分「Ｂ」
昇給 区 分「 Ｂ」 が昇給 集 約 し， 共有 化を図 る 度の 定 着に 向け て実施 の 分布 率 を「 ２０％ か
幅６ 号 給と し， 分布率 な ど ，評 価者 として 資 し て き た 取 組 の 実 績 ら 「Ａ 」 の率 を除い た
につ い て， 初任 層につ 質 向 上 に つ な が る よ や， 制 度導 入以 後，毎 率 」以 内 ，中 間層に つ
いては，昇給区分「Ａ」 う ， 毎年 度改 善に努 め 年度 ， 職員 間で 人事評 いては，昇給区分「Ａ」
の分 布 率を ５％ 以内と て い る 。」 と 聞 い て い 価サ イ クル が着 実に積 の 分布 率 を５ ％以内 と
し， 昇 給区 分「 Ｂ」の る。 み重 ね られ てき ている し ，昇 給 区分 「Ｂ」 の
分布 率 を「 ２０ ％から こ と な ど を 踏 ま え る 分 布率 を ２０ ％以内 と
「Ａ」の率を除いた率」 と， 人 事評 価制 度につ したいと。
以内 ， 中間 層に ついて いて は ，職 員に 定着， この 取 扱い の適用 時
は， 昇 給区 分「 Ａ」の 浸透 し てい るも のと考 期 につ い ては ，県公 労
分 布 率 を ５ ％ 以 内 と えている。 の 強い 主 張を 踏まえ ，

し， 昇 給区 分「 Ｂ」の 令 和８ 年 １月 期の昇 給
分布 率 を２ ０％ 以内と からとしたい。
した 上 で， 県公 労との
協議 が 整う まで の間は
運用 し ない こと とした
とこ ろ 。そ の後 ，平成
３０ 年 度の 県公 労との
協議 に おい て， 総務省
研究 会 報告 にお いて，
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「導入段階では，最上
位の 昇 給効 果を ６号給
とし て 運用 する などの
方策 は あり 得る 」とさ
れて い るこ とな どを踏
まえ ， 導入 段階 での当
分 の 間 の 取 扱 い と し

て， 昇 給区 分「 Ａ」の
昇給 幅 を６ 号給 ，昇給
区分 「 Ｂ」 の昇 給幅を
５号 給 とし ，併 せて，
分布 率 につ いて も，当
分の 間 ，初 任層 につい
ては ， 昇給 区分 「Ａ」
の分 布 率を ５％ 以内と
し， 昇 給区 分「 Ｂ」の
分布 率 を「 ２５ ％から
「Ａ」の率を除いた率」
以内 と し， 中間 層につ
いては，昇給区分「Ａ」
の分 布 率を ５％ 以内と
し， 昇 給区 分「 Ｂ」の
分布 率 を２ ５％ 以内と
して い ると ころ 。一方
で， 本 年の 人事 院報告
に お い て ，「 個 々 の 職
員の 意 欲と 能力 を十分
に引 き 出す ため ，能力

・実 績 に基 づく 登用や
メリ ハ リの ある 給与処
遇等 を 推進 して いくこ
とも 重 要」 とさ れてい
ると こ ろ。 また ，本県
の人 事 委員 会の 報告に
お い て も ，「 評 価 結 果
の人 事 管理 への 更なる
活用 に つい て， 国にお



- 8/56 -

ける 組 織パ フォ ーマン
ス向 上 のた めの 見直し
状況 や ，本 県に おける
人事 評 価制 度の 運用状
況及 び 評価 結果 の昇給
など 給 与へ の反 映状況
等を 踏 まえ 検討 を進め

る 必 要 が あ る 。」 と 報
告が さ れて いる が，こ
れは ， 先ほ ど申 し上げ
た昇 給 幅等 に係 る当分
の 間 の 取 扱 い も 含 め
て， 更 なる 活用 につい
て検 討 が必 要と の趣旨
であ る こと を人 事委員
会に 確 認し てい る。評
価結 果 の上 位区 分の給
与 へ の 反 映 に つ い て
は， 人 事評 価制 度の運
用開 始 から ７年 が経過
し， 評 価制 度が 定着し
てい る こと に加 え，評
価結 果 の給 与へ の反映
に係 る 国の 動き や，人
事委 員 会報 告の 内容等
を踏 ま え， メリ ハリの
ある 給 与処 遇に より，
組織 と して のパ フォー

マン ス の向 上を 図るた
め， 当 分の 間の 取扱い
を廃 止 し， 本来 の取扱
いと し たい 。具 体的に
は， 昇 給区 分「 Ａ」の
昇給 幅 を８ 号給 以上，
昇給 区 分「 Ｂ」 の昇給
幅を６号給，分布率は，
初任 層 につ いて は，昇
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給区 分 「Ａ 」の 分布率
を５ ％ 以内 ，昇 給区分
「Ｂ 」 の分 布率 を「２
０％ か ら「 Ａ」 の率を
除い た 率」 以内 ，中間
層に つ いて は， 昇給区
分「 Ａ 」の 分布 率を５

％以 内 とし ，昇 給区分
「Ｂ 」 の分 布率 を２０
％以内としたい。

こ の 取扱 いは ，今期
の評 価 結果 を反 映する
こと と なる ，令 和７年
１月 の 昇給 から 実施す
ることとしたい。

管 理 職及 び５ ５歳を
超え る 職員 の昇 給の取
扱い 及 び評 価結 果の勤
勉手 当 への 反映 につい
ては，変更はない。

(7) 2 01 3年 度 の 国 家 公 国 に おい ては ，財政
務 員 の 臨 時 特 例 法 に 健全 化 の「 旗」 を下ろ
よ る 地 方 公 務 員 の 賃 さず ， これ まで の財政
金 削 減 や ８ 年 半 に 及 健全 化 目標 に取 り組む
ぶ 県 特 例 条 例 に よ る とさ れ てお り， また，
賃 金 削 減 な ど ， 職 員 令和 ７ 年度 の国 ・地方
の 給 与 減 額 措 置 は 二 を合 わ せた プラ イマリ

度 と 行 わ な い こ と 。 ー・ バ ラン スの 黒字化
ま た ， こ れ ま で 減 額 を目 指 すと とも に，債
し た 賃 金 を 職 員 に 返 務残 高 対Ｇ ＤＰ 比の安
還 す る と と も に ， 処 定的 な 引下 げを 目指す
遇改善を行うこと。 とい う 財政 健全 化目標

を堅 持 して いる ことか
ら， 今 後， 地方 交付税
等に つ いて 厳し い調整
が行 わ れる こと も予想
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され る 。さ らに ，本県
にお い ては ，一 層の高
齢化 の 進行 など により
扶助 費 が増 加す る傾向
にあ る こと や， 今後，
改修 や 更新 を要 する県
有施 設 等の 増加 が見込

まれ る こと など を踏ま
える と ，本 県の 財政状
況に つ いて は予 断を許
さな い 状況 が続 くもの
と考 え てい る。 このよ
う な 状 況 を 踏 ま え る
と， 現 時点 で， 来年度
以降 の 減額 措置 の取扱
いの 動 向に つい て申し
上 げ る こ と は 困 難 だ
が， 令 和６ 年度 当初予
算編 成 にお いて は，限
られ た 財源 の中 で，直
面す る 物価 高騰 による
影響 を 緩和 する ための
対応 を 講じ つつ 持続可
能な 行 財政 構造 を構築
す る た め ，「 行 財 政 運
営指 針 」を 踏ま え，歳
入・ 歳 出両 面に わたる
徹底 し た行 財政 改革に

引き 続 き取 り組 む必要
があ る と考 えて いる。
これ ま での カッ ト額の
返 還 の 要 求 に つ い て
は， 個 別の 職員 の給料
の減 額 額に 応じ て，返
還す る こと は制 度上困
難で あ り， また ，引き
続き 行 財政 改革 に取り
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組ま ざ るを 得な い本県
の厳 し い財 政事 情の面
から も 困難 と言 わざる
を得ないところ。

(8 ) 「 ５ ５ 歳 を 超 え る 本県の昇 給・昇格制
職員の原則昇給停止」 度に つ いて は， これま

や 「 高 位 号 給 か ら 昇 でも 人 事委 員会 勧告に
格 し た 場 合 の 給 料 月 基づ き ，国 に準 じてき
額 の 増 加 額 を 縮 減 す てお り ，現 行の とおり
る 措 置 」 を 廃 止 す る でまいりたい。
こと。

(9 ) 離 島 ・ へ き 地 勤 務 平 成 １８ 年４ 月１日
及 び 学 位 取 得 を 賃 金 から 導 入し た現 在の昇
に 反 映 さ せ る こ と 。 給制 度 にお いて は，普
ま た ， 休 職 等 に と も 通昇 給 と特 別昇 給が統
な う 昇 給 に 係 る 不 利 合 さ れ ，「 昇 給 は ， 勤
益 は ， 復 職 後 速 や か 務成 績 に応 じて 行う」
に解消すること。 こと と され てい る。し

たが っ て， 勤務 成績と
は別 個 に通 常の ４号給
を超 え て昇 給を させる
ことは困難。

休職者等 に対する復
職 時 の 調 整 に つ い て
は， こ れま でも 基本的
には 国 に準 じて 取り扱

っているところ。

( 1 0 ) 初 任 給 の 引 き 上 (10)から (13)につい
げ を は か る と と も ては ， 現行 の取 扱いで
に ， 全 職 員 に 在 職 まいりたい。
者調整を行うこと。 (12)については，採

( 1 1 ) 免 許 職 種 の 前 歴 用の 時 期， 形態 等によ
換 算 に つ い て は ， って ， 様々 な実 態があ
免 許 取 得 以 前 の 前 り， 給 与制 度と しては
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歴 経 験 も 換 算 す る 基本 的 に国 に準 じてい
こと。 るところ。

( 1 2 ) 中 途 採 用 者 の 初 な お ，民 間企 業等職
任 給 決 定 基 準 に つ 務経 験 者職 員採 用試験
い て は ， 経 験 年 数 にお い ては ，民 間企業
の 起 算 及 び 換 算 の 等で 培 われ た職 務経験
見 直 し を 行 う と と を公 務 に生 かし ，直ち

も に ， 特 に 中 高 年 に中 堅 職員 とし て活躍
齢 者 の 抜 本 的 な 不 でき る 人材 であ ること
合 理 ・ 不 均 衡 是 正 を採 用 試験 にお いて確
を行うこと。また， 認し て いる こと から，
入 職 ま で の 職 歴 等 その 採 用者 の初 任給に
の経験がある場合， つい て は， 民間 企業等
経 験 年 数 に よ り 初 での 職 務経 験年 数を職
任 給 格 付 け 以 上 の 員と し ての 職務 経験と
上 位 級 と す る こ と 同 等 に 取 扱 う と と も
と し ， 採 用 区 分 に に， そ の者 の職 務経験
よ り 差 を つ け な い 年数 に 応じ て， １級か
こ と 。 更 に 在 職 者 ら３ 級 の範 囲で 職務の
調整を行うこと。 級を 決 定し てい るとこ

( 1 3 ) 賃 金 水 準 の 改 善 ろ。
の た め ， 全 て の 給
料 表 に お い て 人 事
委 員 会 勧 告 以 上 の
号 給 継 ぎ 足 し の 措
置を行うこと。

( 1 4 ) 昇 任 基 準 は ， 男 適 切 に対 処し てまい

女 ・ 職 種 ・ 学 歴 ・ りたい。
試 験 区 分 ・ 組 合 活
動 に よ る 一 切 の 差
別を行わないこと。

( 1 5 ) 行 政 職 給 料 表 適 (15)については，現 昇 格に つい て，現 在
用 者 に つ い て は ， 在の 給 料表 の導 入に当 の 給 料表 の導 入に当 た
全 員 を ３ ８ 歳 で ４ たっ て は， 年功 的な給 っ て は， 公務 員給与 ，
級 ， ４ ６ 歳 で ５ 級 与上 昇 の抑 制と 職務・ とりわけ「わたり運用」
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に 到 達 さ せ ， ５ ０ 職責 に 応じ た制 度への 等 へ の 強 い 批 判 の 中
歳 で ６ 級 に 到 達 さ 転換 を 図る とい う給与 で ， 年功 的な 給与上 昇
せ る と と も に ， ２ 構造 改 革の 趣旨 を踏ま の 抑 制と 職務 ・職責 に
級 か ら ３ 級 へ の 昇 え， 職 務給 の徹 底を図 応 じ た制 度へ の転換 を
格 基 準 を 早 め る こ るこ と とし ，ポ スト職 図 る とい う給 与構造 改
と 。 ま た ， 他 の 給 など 正 に任 用に よる職 革 の 趣旨 を踏 まえ， 職
料 表 適 用 者 に つ い とそ う でな い職 につい 務 給 の徹 底を 図るこ と

て も ， 同 様 の 措 置 ては ， 職務 給の 原則か と し ，ポ スト 職など 正
を講ずること。 ら位 置 付け られ るべき に 任 用に よる 職とそ う

級は 明 確に 区分 する必 で な い職 につ いては ，
要が あ ると の考 え方の 職 務 給の 原則 から位 置
もと ， 行政 職４ 級等へ 付 け られ るべ き級は 明
の昇 格 につ いて は，平 確 に 区分 する 必要が あ
成１ ７ 年度 ，県 公労と る と の考 え方 のもと ，
の協 議 を経 て， 現行の 行 政 職４ 級等 への昇 格
取扱いとしたところ。 に つ いて は， 平成１ ７

係 長 ポス トや 専門員 年 度 ，県 公労 との協 議
等 へ の 任 用 に つ い て を 経 て， 現行 の取扱 い
は， 私 ども の責 任と判 としたところ。
断に よ り適 切に 対処し 係 長ポ スト や専門 員
てまいりたい。 等 へ の 任 用 に つ い て

平 成 １８ 年４ 月１日 は ， 私ど もの 責任と 判
から 導 入し た現 在の給 断 に より 適切 に対処 し
与制 度 にお いて は，行 てまいりたい。
政職 で あれ ば３ 級まで 平 成１ ８年 ４月１ 日
の昇 格 時期 につ いて， か ら 導入 した 現在の 給
基本 的 に従 前と 同様の 与 制 度に おい ては， 行
取扱 い とし ，他 の給料 政 職 であ れば ３級ま で

表も こ れに 準ず る取扱 の 昇 格時 期に ついて ，
いとしたところ。 基 本 的に 従前 と同様 の

現 行 のと おり でまい 取 扱 いと し， 他の給 料
りたい。 表 も これ に準 ずる取 扱

いとしたところ。
現 行の とお りでま い

りたい。

( 1 6 ) 教 育 職 給 料 表 ㈠ 本県にお いては，人
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適 用 者 の う ち ， 助 事委 員 会の 報告 を踏ま
教 の 賃 金 改 善 を は えて 給 与条 例に 規定し
かること。 た等 級 別基 準職 務表に

基づ き ，助 教は １級に
位置づけられている。

２ 諸手当について 諸 手 当に つい ては， 通 勤手 当に ついて ， 前 回 ，申 し上 げたと 通 勤 手 当 に つ い て

(1) 配偶者の扶養手当， 基本 的 には 国に 準じた 本 県 の通 勤手 当額は ， おり ， 本県 の通 勤手当 は ，前 回 ，申 し上げ た
配 偶 者 が な い 場 合 の 取扱 い とし てい るとこ 従 来 から ガソ リン価 格 額は ， 従来 から ガソリ と おり ， 国の 水準及 び
子 ・ 父 母 等 の 扶 養 手 ろで あ り， 現行 の取扱 に 連 動し た改 定は行 っ ン価 格 に連 動し た改定 九 州各 県 と比 べても 遜
当 を 復 元 す る こ と 。 いでまいりたい。 て お ら ず ，「 国 や 他 の は 行 っ て お ら ず ，「 国 色 の な い と こ ろ で あ
ま た ， 子 の 扶 養 手 当 通 勤 手当 につ いて， 都 道 府県 との 均衡を 考 や他 の 都道 府県 との均 り ，ま た ，人 事委員 会
を 11 , 0 0 0円 に 引 き 上 本県 の 手当 額は ，全体 慮 し て検 討が なされ る 衡を 考 慮し て検 討がな か らの 勧 告等 もない の
げ る こ と 。 教 育 加 算 とし て ，国 の水 準及び こ と が適 当で ある」 と され る こと が適 当であ で ，現 時 点で 引き上 げ
額 に つ い て は 大 幅 な 九州 各 県と 比べ まして の 人 事委 員会 勧告等 を る」 と の人 事委 員会勧 る 状 況 に は な い と こ
改善を行うこと。 も遜 色 のな いと ころで 踏 ま え改 定を 行って き 告等 を 踏ま え改 定を行 ろ。

(2 ) 通 勤 手 当 に つ い て あり ， 引き 上げ る状況 ているところ。 ってきているところ。 なお ， 本年 の人事 院
は ， 次 の と お り 改 善 にはないところ。 本 県の 手当 額は， 全 本 県 の手 当額 は，全 報 告 に お い て ，「 働 き
すること。 単 身 赴任 手当 につい 体 と して ，国 の水準 及 体と し て， 国の 水準及 方 のニ ー ズや ライフ ス
① 実 費 弁 償 の 原 則 ては ， 平成 ２６ 年の県 び 九 州各 県と 比べて も び九 州 各県 と比 べても タ イル が 多様 化する 中
に 基 づ き ， 本 県 の 公労 と の協 議を 経て， 遜 色 のな いと ころで あ 遜色 の ない とこ ろであ で ，給 与 制度 におい て
通 勤 の 事 情 ， 消 費 国に 準 じた 支給 額に見 り ， また ，人 事委員 会 り， ま た， 人事 委員会 も 職員 の 選択 を後押 し
税 や 揮 発 油 単 価 の 直し を 行っ たと ころ。 か ら の勧 告等 もない の から の 勧告 等も ないの し ，様 々 な形 で活躍 で
大 幅 な 増 大 を 考 慮 また ， 国や 九州 各県の で ， 現時 点で 引き上 げ で， 現 時点 で引 き上げ き るよ う 必要 な措置 を
して改善すること。 取扱 い を踏 まえ ると， る 状 況 に は な い と こ る 状 況 に は な い と こ 講じていく。」とされ，
な お ， 当 面 少 な く 同居 要 件の 廃止 などの ろ。 ろ。 そ の中 で ，通 勤手当 の
と も 交 通 用 具 通 勤 支 給 要 件 の 緩 和 は 困 見 直し に つい ても言 及
の手当上限の５５， 難。 さ れた と ころ 。引き 続

０ ０ ０ 円 を ８ ５ k m 超 過 勤務 手当 につい き ，国 及 び他 の都道 府
以 上 と し ， ６ ５ k m ては ， 現行 の取 扱いで 県 の動 向 等を 注視し て
ま で を ２ ０ ０ ３ 年 まいりたい。 まいりたい。
度 ま で の 水 準 と し 地 方 自治 法第 ２０４
て 区 分 を 見 直 す こ 条第 ２ 項に おい て広域
と。 異動 手 当に 相当 する手

② 新 幹 線 な ど の 特 当は 規 定さ れて いない
急 料 金 ・ 有 料 道 路 ところ。
料 金 に つ い て ， 支 住 居 手 当 に つ い て
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給 要 件 を 緩 和 す る は， 基 本的 には 国に準
と と も に ， 職 員 の じた 取 扱い とし ている
経 済 的 負 担 軽 減 の とこ ろ であ り， 現行の
た め 全 額 支 給 す る 取扱いでまいりたい。
こと。

③ 採 用 日 を 職 員 た
る 要 件 を 具 備 さ れ

る に 至 っ た 日 と す
る取扱いについて，
離 島 か ら の 赴 任 に
つ い て も １ ０ 日 間
とすること。

(3 ) 単 身 赴 任 手 当 の 支
給 要 件 を 緩 和 す る と
と も に ， 支 給 額 の 改
善を行うこと。特に，
新 規 採 用 者 が 採 用 前
か ら 別 居 状 態 に あ っ
た 場 合 で も 手 当 を 支
給 す る な ど ， 異 動 前
の 同 居 要 件 を 廃 止 す
る こ と 。 ま た ， 年 度
途 中 で 結 婚 し 別 居 せ
ざ る を え な い 場 合 な
ど は 支 給 が 可 能 と な
る よ う 支 給 要 件 を 緩
和すること。

(4 ) 超 過 勤 務 手 当 に つ

い て は ， 月 ６ ０ 時 間
以 下 の 超 過 勤 務 時 間
に係る割増率を３０ /
１００とすること。

(5) 南 北 ６ ０ ０ kmに わ
た る 鹿 児 島 県 の 地 理
的 実 情 を 勘 案 し ， 国
家 公 務 員 の 広 域 異 動
手 当 相 当 の 手 当 を 支
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給すること。
(6 ) 住 居 手 当 に つ い て

は ， 次 の と お り 改 善
すること。
① 昨 今 の 家 賃 高 騰
を 踏 ま え て 住 居 手
当 の 上 限 を 引 上 げ

ること
② 借 家 に 居 住 し 住
居 周 辺 に 住 居 と は
別 に 駐 車 場 を 契 約
し て い る 場 合 ， 駐
車 場 代 も 住 居 手 当
の対象とすること。

③ 採 用 日 を 「 居 住
に 係 る 要 件 」 を 具
備 し た 日 と す る 取
扱 い に つ い て ， 離
島 か ら の 赴 任 に つ
い て も １ ０ 日 間 と
すること。

３ 雇 用 と 年 金 の 確 実 な 地 方 公務 員法 の改正
接続について に伴 う 本県 職員 の定年
(1 ) 無 年 金 者 の 雇 用 と 引上 げ 等に つい ては，

年 金 の 接 続 に 関 し て 昨年 度 の県 公労 との協
は ， 次 の と お り と す 議を 経 て， 令和 ５年４
ること。 月 か ら 施 行 し た と こ

① 段 階 的 定 年 引 上 ろ。 再 任用 職員 の給与
げ の 施 行 に あ た っ につ い ては ，こ れまで
て ， 2 0 2 2年 ８ 月 1 9 国の 取 扱い に準 じてい
日 の 妥 結 内 容 に 基 るところ。
づ き ， 定 年 引 上 げ
の 円 滑 か つ 安 定 的
な 実 現 の た め 環 境
を整えること。

② 暫 定 再 任 用 職 員
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の 賃 金 水 準 に つ い
て は ， 常 勤 職 員 と
の均衡をとるため，
現 行 よ り も 引 き 上
げること。

③ 暫 定 再 任 用 職 員
の手当については，

政 府 の 「 国 家 公 務
員 高 齢 者 雇 用 促 進
に 関 す る 方 針 」 に
お い て 「 定 年 前 と
同 様 に 幅 広 い 職 域
で 本 格 的 な 職 務 を
行 う こ と が 考 え ら
れ る 」 と さ れ て い
る こ と を 踏 ま え ，
扶 養 手 当 ・ 住 居 手
当 等 の 生 活 関 連 手
当を支給すること。
特 に ， ２ ０ １ ５ 年
度 か ら 再 任 用 に 係
る 単 身 赴 任 手 当 が
支 給 さ れ る よ う に
な っ た こ と か ら ，
赴 任 者 に 対 す る 住
居 手 当 や へ き 地 手
当を支給すること。

(2 ) 年 金 の 報 酬 比 例 部

分 が 支 給 さ れ る 職 員
の 暫 定 再 任 用 に つ い
て も ， 希 望 す る 者 を
全 員 ， 希 望 す る 勤 務
時 間 に よ り 雇 用 す る
と と も に ， 賃 金 ・ 手
当の改善を行うこと。

４ 労 働 時 間 の 縮 減 に つ 超 過 勤務 命令 の上限 前 回， 申し 上げた と 前 回 ，申 し上 げたと 勤務 間 イン ターバ ル
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いて 設定 に つい ては ，令和 お り ，勤 務間 インタ ー おり ， 勤務 間イ ンター に つい て は， 国にお い
(1) 年間総労働時間１， 元年 度 ，試 行の 上で， バ ル 制度 につ いては ， バル 制 度に つい ては， て は， 勤 務間 のイン タ

８ ０ ０ 時 間 体 制 を 確 県公 労 との 協議 を経て 県 の 職員 の場 合，行 政 県の 職 員の 場合 ，行政 ー バル の 確保 の取組 を
立 す る こ と 。 ま た ， 制度 化 した とこ ろであ サ ー ビス が低 下しな い サー ビ スが 低下 しない 早 期に 推 進す るため ，
長 時 間 労 働 を 是 正 す り， 令 和元 年１ １月１ よ う ，業 務執 行体制 を よう ， 業務 執行 体制を 人 事院 規 則に 新たな 努
る た め ， 超 過 勤 務 ・ 日 か ら 施 行 し た と こ 確 保 する 必要 がある な 確保 す る必 要が あるな 力 義務 の 規定 を設け ，
時 間 外 勤 務 ０ を 基 本 ろ。 ど の 課題 があ る。引 き どの 課 題が ある 。引き 令 和６ 年 ４月 の施行 を

と し ， 上 限 を 超 え て 超 過 勤務 は公 務のた 続 き ，国 や他 県の動 向 続き ， 国や 他県 の動向 目 指す こ とと してい る
超 過 勤 務 命 令 が で き め臨 時 又は 緊急 の必要 も 注 視し つつ ，検討 し も注 視 しつ つ， 検討し と ころ 。 県公 労の主 張
る 例 外 的 業 務 に つ い があ る 場合 に命 ずるこ てまいりたい。 てまいりたい。 も 踏ま え ，国 の取扱 い
て は ， そ の 業 務 範 囲 とが で きる もの だが， 等 も参 考 に検 討した 結
は 必 要 最 小 限 と し ， 上限 設 定の 制度 上，超 果 ，本 県 にお いても 令
将 来 的 に 例 外 的 業 務 過勤 務 命令 は必 要最小 和 ６年 ４ 月か ら，職 員
はなくすこと。また， 限と す るも のと してお の 健康 保 持と 公務能 率
職 員 の 健 康 保 持 の 観 り， 職 員の 健康 保持な の 更な る 向上 等の観 点
点 か ら 勤 務 間 イ ン タ どの 制 度の 趣旨 を踏ま に 加え ， 業務 の円滑 な
ーバル制度を導入し， え， 適 切な 運用 に努め 執 行も 考 慮し ，全て の
固定制勤務であれば， ていく。 職 員を 対 象に 努力義 務
前 日 の 業 務 が 大 幅 に ま た ，「 公 務 の 運 営 と して ， 勤務 間のイ ン
長 引 い た 場 合 や 前 夜 上真 に やむ を得 ない場 タ ーバ ル の確 保に資 す
か ら 引 き 続 き 勤 務 時 合」 と して 上限 を超え る 取 組 を 推 進 し て い
間 が 連 続 す る 場 合 ， て超 過 勤務 を命 ずる場 く 。具 体 的に は，原 則
及 び 変 則 勤 務 で あ れ 合は 特 例的 な取 扱いで と して ， 業務 の合理 化
ばこれに準ずる場合， あり ， 業務 の内 容や実 等 によ る 超過 勤務の 縮
勤 務 終 了 後 ， 少 な く 施時 期 ，業 務量 など， 減 ，年 次 有給 休暇の 取
と も 次 の 勤 務 時 間 の 具体 の 業務 の状 況等に 得 促進 ， 併せ て時差 出
開 始 ま で は 1 1時 間 以 応じ て ，そ の判 断が厳 勤 制度 の 活用 により １
上 勤 務 を 要 し な い 時 格に 行 われ るよ う，適 １ 時間 の 勤務 間のイ ン

間や日を設けること。 切に対処していく。 タ ーバ ル の確 保に取 り
さ ら に ， 超 過 勤 務 時 勤 務 間イ ンタ ーバル 組 む。 な お， 多様で 柔
間 の 上 限 時 間 の ８ 割 制度 に つい ては ，県の 軟 な働 き 方の 促進の 観
に 達 し た 場 合 ， あ ら 職員 の 場合 ，行 政サー 点 も考 慮 し、 時差出 勤
た な 超 過 勤 務 命 令 を ビ ス が 低 下 し な い よ の 遅出 の 始業 時刻を 現
行 わ な い 等 の 配 慮 を う， 業 務執 行体 制を確 行 の １ ０ 時 か ら 拡 大
すること。 保す る 必要 があ るなど し ，１ ０ 時３ ０分及 び

の課 題 があ る。 引き続 １ １時 か ら始 業が可 能
き， 国 や他 県の 動向も と なる よ う取 得形態 を
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注視 し つつ ，検 討して 拡 大す る とと もに， 事
まいりたい。 後 承認 や ，所 属長命 令

ま た ，職 員の 健康保 に よる 時 差出 勤を可 能
持の 観 点か ら， 長時間 と する な ど， 所要の 改
労働 に よる 健康 障害の 正を行う。
防止のために適切な対 教育委員会からは
策を 講 じる とと もに， 「 教職 員 にお ける勤 務

職員 の 健康 状態 の十分 間 のイ ン ター バルの 確
な把 握 に努 める よう， 保 に資 す る取 扱いに つ
超過 勤 務縮 減対 策チー い ては ， 業務 状況等 を
ム会 議 にお いて ，周知 踏 まえ て 検討 してま い
することとしている。 り た い 。」 と 聞 い て い

る。

(2 ) 職 員 の 健 康 を 保 持 引 き 続き ，周 知・徹
す る た め ， ２ ０ １ ７ 底 を 図 っ て ま い り た
年 １ 月 に 厚 労 省 か ら い。
発 表 さ れ た 「 労 働 時
間 の 適 正 な 把 握 の た
め に 使 用 者 が 講 ず べ
き 措 置 に 関 す る ガ イ
ド ラ イ ン 」 等 の 周 知
・ 遵 守 を 徹 底 す る こ
と。

(3 ) 超 過 勤 務 の 実 態 調 超 過 勤務 の縮 減につ 超 過勤 務の 縮減に つ 超 過 勤務 の縮 減につ 超過 勤 務の 縮減に つ
査 を 実 施 し ， 超 過 勤 いて は ，令 和４ 年３月 い て は， 令和 ４年３ 月 いて は ，前 回申 し上げ い ては ， 令和 ４年３ 月
務 の 縮 減 ・ 排 除 に 向 に策 定 した 「行 財政運 に 策 定し た「 行財政 運 たと お り， 令和 ４年３ に 策定 し た「 行財政 運

け た 実 効 あ る 具 体 策 営指針」において，「職 営指針」において，「職 月に 策 定し た「 行財政 営指針」において，「職
を 講 ず る こ と 。 超 過 員が よ り柔 軟で 多様な 員 が より 柔軟 で多様 な 運営 指 針」 にお いて， 員 がよ り 柔軟 で多様 な
勤 務 命 令 簿 に 記 載 さ 働き 方 を選 択で きるよ 働 き 方を 選択 できる よ 「職 員 がよ り柔 軟で多 働 き方 を 選択 できる よ
れ な い 不 払 い 残 業 が う， 超 過勤 務の 縮減な う ， 超過 勤務 の縮減 な 様な 働 き方 を選 択でき う ，超 過 勤務 の縮減 な
多 く 存 在 す る こ と か ど， 職 場環 境の 改善を ど ， 職場 環境 の改善 を るよ う ，超 過勤 務の縮 ど ，職 場 環境 の改善 を
ら ， 人 員 増 な ど の 具 推進 す る」 こと を明記 推 進 する 」こ とを明 記 減な ど ，職 場環 境の改 推 進す る 」こ とを明 記
体 的 な 措 置 を 行 う こ しているところ。 しているところ。 善を 推 進す る」 ことを しているところ。
と。 今 後 開催 予定 の超過 ま た， 先日 開催し た 明記しているところ。 今後 と も， 業務改 革

勤務 縮 減対 策チ ーム会 超 過 勤務 縮減 対策チ ー ま た ，特 に管 理監督 の 推進 な どを 通じた 行
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議に お いて は， 特に管 ム 会 議に おい ては， 特 者に 対 し， 上限 時間等 政 事務 の 効率 化に努 め
理監 督 者に 対し ，上限 に 管 理監 督者 に対し ， 設定 の 趣旨 を周 知・徹 る ほか ， 日々 の業務 を
時間 等 設定 の趣 旨を周 上 限 時間 等設 定の趣 旨 底す る とと もに ，職員 通 じた 研 修の 実施や 機
知 ・ 徹 底 す る と と も を 周 知・ 徹底 すると と の心 身 の健 康保 持，仕 会 を捉 え た周 知など に
に， 職 員の 心身 の健康 も に ，職 員の 心身の 健 事と 生 活の 調和 等の観 よ り超 過 勤務 の縮減 に
保持 ， 仕事 と生 活の調 康 保 持， 仕事 と生活 の 点か ら ，改 めて ，超過 向 けた 意 識の 徹底を 図
和等 の 観点 から ，改め 調 和 等の 観点 から， 改 勤務 の 縮減 に向 けた取 る とと も に， 働きや す

て， 超 過勤 務の 縮減に め て ，超 過勤 務の縮 減 組の 積 極的 な実 施と更 い ，意 欲 を持 って仕 事
向け た 取組 の積 極的な に 向 けた 取組 の積極 的 なる Ｉ ＣＴ の積 極的な に 取り 組 める 職場環 境
実施 と 更な るＩ ＣＴの な 実 施と 更な るＩＣ Ｔ 活用 に よる 業務 の効率 づくりに努めていく。
積極 的 な活 用に よる業 の 積 極的 な活 用によ る 化・ 簡 素化 の実 施につ
務の 効 率化 ・簡 素化の 業 務 の効 率化 ・簡素 化 いて 周 知す るほ か，今
実施 に つい て周 知する の 実 施に つい て周知 す 般の 人 事委 員会 の報告
ほか ， 今般 の人 事委員 る ほ か， 今般 の人事 委 を踏 ま え， 今後 ，超過
会の 報 告を 踏ま え，今 員 会 の報 告を 踏まえ ， 勤務 の 縮減 に一 層努め
後， 超 過勤 務の 縮減に 今 後 ，超 過勤 務の縮 減 るよ う 各所 属長 等へ通
一層 努 める よう 各所属 に 一 層努 める よう各 所 知し た こと に加 え，職
長等 へ 通知 する ことと 属 長 等へ 通知 したと こ 員の 健 康保 持の 観点か
している。 ろ。 ら， 長 時間 労働 による

さ ら に， 職員 の健康 さ らに ，職 員の健 康 健康 障 害の 防止 のため
保持 の 観点 から ，長時 保 持 の観 点か ら，長 時 に適 切 な対 策を 講じる
間労 働 によ る健 康障害 間 労 働に よる 健康障 害 とと も に， 職員 の健康
の防 止 のた めに 適切な の 防 止の ため に適切 な 状態 の 十分 な把 握に努
対 策 を 講 じ る と と も 対 策 を 講 じ る と と も める よ う， 周知 したと
に， 職 員の 健康 状態の に ， 職員 の健 康状態 の ころ。
十分 な 把握 に努 めるよ 十 分 な把 握に 努める よ 今 後 とも ，日 々の業
う， 周 知す るこ ととし う ， 周知 した ところ で 務を 通 じた 研修 の実施
ているところ。 す。 や機 会 を捉 えた 周知な

今 後 とも ，日 々の業 今 後と も， 日々の 業 どに よ り超 過勤 務の縮
務を 通 じた 研修 の実施 務 を 通じ た研 修の実 施 減に 向 けた 意識 の徹底
や機 会 を捉 えた 周知な や 機 会を 捉え た周知 な を図 る とと もに ，働き
どに よ り超 過勤 務の縮 ど に より 超過 勤務の 縮 やす い ，意 欲を 持って
減に 向 けた 意識 の徹底 減 に 向け た意 識の徹 底 仕事 に 取り 組め る職場
を図 る とと もに ，働き を 図 ると とも に，働 き 環境 づ くり に努 めてま
やす い ，意 欲を 持って や す い， 意欲 を持っ て いく。
仕事 に 取り 組め る職場 仕 事 に取 り組 める職 場
環境 づ くり に努 めてい 環 境 づく りに 努めて い
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く。 く。

(4 ) 教 職 員 の 勤 務 時 間 実 効 性の ある 超勤縮 実 効性 のあ る超勤 縮 教 育 委員 会に おいて これ ま で， 学校現 場
に つ い て は ， 次 の よ 減と 校 務の 精選 につい 減 と 校務 の精 選につ い は， 国 の働 き方 改革の の 状況 等 に関 する話 を
う な 措 置 を 講 ず る こ ては ， 国の 働き 方改革 て，教育委員会からは， 動きを踏まえ，平成 31 聞 いた と ころ だが， 学
と。 の動 き を踏 まえ ，平成 国 の 働き 方改 革の動 き 年４ 月 から ３年 間にわ 校 現場 に おい ても適 切
① 文 部 科 学 省 ， 201 31年４月か ら３年間に を踏 まえ，平成 31年４ たっ て 実施 され た「学 な 対 応 が 図 ら れ る よ

9年 ３ 月 1 8 日 ，「 学 わ た っ て 実 施 さ れ た 月 か ら３ 年間 にわた っ 校に お ける 業務 改善ア う，任命権者に伝える。
校 に お け る 働 き 方 「学 校 にお ける 業務改 て 実 施さ れた 「学校 に クシ ョ ンプ ラン 」終了
改 革 に 関 す る 取 組 善ア ク ショ ンプ ラン」 お け る業 務改 善アク シ 後に お いて も， 県立学
の徹底について（通 終了 後 にお いて も，県 ョ ン プラ ン」 終了後 に 校及 び 市町 村立 学校を
知 ）」， 2 0 2 3年 ２ 月 立学 校 及び 市町 村立学 お い ても ，県 立学校 及 通じ た 教職 員の 働き方
３ 日 ，「 令 和 ４ 年 度 校を 通 じた 教職 員の働 び 市 町村 立学 校を通 じ 改 革 に 取 り 組 ん で お
教 育 委 員 会 に お け き方 改 革に 取り 組んで た 教 職員 の働 き方改 革 り， 今 後も 各学 校や市
る 学 校 の 働 き 方 改 いる と 聞い てい る。本 に 取 り組 んで いると 聞 町村 教 育委 員会 と連携
革 の た め の 取 組 状 県公 立 学校 教職 員の勤 い て いる 。県 教育委 員 して 教 職員 の勤 務時間
況 調 査 結 果 等 を 踏 務時 間 は， 令和 ４年度 会 で は， 今後 も各学 校 の把 握 に努 める ととも
ま え た 『 令 和 ３ 年 上 半 期 の 調 査 に よ る や 市 町村 教育 委員会 と に， 効 果の あっ た取組
度 教 育 委 員 会 に お と， 時 間外 在校 等時間 連 携 して 教職 員の勤 務 等を 紹 介し 同様 の取組
け る 学 校 の 働 き 方 が国 の 指針 に基 づく上 時 間 の把 握に 努める と の実 施 を促 した り，業
改 革 の た め の 取 組 限の 月 ４５ 時間 以内で と も に， 効果 のあっ た 務改 善 を含 めた 管理職
状 況 調 査 結 果 等 に あ っ た 教 職 員 の 割 合 取 組 等を 紹介 し同様 の のマ ネ ジメ ント 能力の
係 る 留 意 事 項 に つ は， 小 学校 約８ １パー 取 組 の 実 施 を 促 し た 向上 を 図る 研修 を実施
い て （ 通 知 ）』 の 補 セン ト ，中 学校 約７３ り ， 業務 改善 を含め た する な ど， 多様 な学校
足事項について（通 パー セ ント ，高 等学校 管 理 職の マネ ジメン ト の実 態 に応 じた 業務改
知 ）」， 鹿 児 島 県 教 約８ ４ パー セン ト，特 能 力 の向 上を 図る研 修 善が 進 めら れる よう支
育 委 員 会 ， 2 0 1 9 年 別支 援 学校 約９ ３パー を 実 施す るな ど，多 様 援し て いく と聞 いてい
３ 月 ，「 鹿 児 島 県 部 セン ト で， これ を，法 な 学 校の 実態 に応じ た る。

活 動 の 在 り 方 に 関 施行 時 の令 和２ 年度と 業 務 改善 が進 められ る 教 育 委員 会が 進めて
す る 方 針 」， 202 0年 比較 す ると ，改 善が見 よ う 支援 して いくと 聞 いる 働 き方 改革 の詳細
３ 月 31日 ，「 鹿 児 島 られ て おり ，業 務改善 いている。 につ い て， 改め て確認
県 立 学 校 の 教 育 職 は一 定 程度 進ん でいる した と ころ ，教 育委員
員 の 健 康 及 び 福 祉 が， 依 然と して 月４５ 会 か ら は ，「 令 和 ５ 年
の 確 保 を 図 る た め 時間 を 超え る教 職員が ８月 の 中央 教育 審議会
の措置について（通 おり ， 中に は月 ８０時 の特 別 部会 から の提言
知）」，2023年４月， 間以 上 の者 もい ること を踏 ま え， 国・ 県・市
「 学 校 職 員 の 服 務 から ， 更な る業 務改善 町村 ・ 各学 校な ど，そ
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規 律 の 厳 正 確 保 と を進 め る必 要が あると れぞ れ の主 体が その権
学 校 に お け る 業 務 聞い て いる 。県 教育委 限と 責 任に 基づ き，働
改善等について（通 員会 で は， 今後 も各学 き方 改 革な どに 主体的
知 ）」 を 踏 ま え ， 学 校や 市 町村 教育 委員会 に取 組 むよ う， 国から
校 現 場 に お け る 超 と連 携 して 教職 員の勤 通知 が あっ たと ころ。
勤・多忙化に対し， 務時 間 の把 握に 努める 本 通 知 の 趣 旨 を 踏 ま
実 効 性 の あ る 超 勤 とと も に， 効果 のあっ え， 県 教育 委員 会にお

縮 減 と 校 務 の 精 選 た取 組 等を 紹介 し同様 いて は ，学 校・ 教師が
を実施すること。 の取 組 の実 施を 促した 担う 業 務の 適正 化の一

② 任 命 権 者 で あ る り， 業 務改 善を 含めた 層の 推 進や ，学 校にお
県 教 委 と ， 服 務 監 管理 職 のマ ネジ メント ける 働 き方 改革 の実効
督 権 者 で あ る 市 町 能力 の 向上 を図 る研修 性の 向 上等 が図 られる
村 教 育 委 員 会 が 連 を実 施 する など ，多様 よう ， 学校 の業 務の検
携 し な が ら ， 各 市 な学 校 の実 態に 応じた 証や 見 直し ，必 要な環
町 村 教 育 委 員 会 が 業務 改 善が 進め られる 境整 備 など の取 組を行
定 め た 「 教 育 職 員 よう 支 援し てい くと聞 うとともに，引き続き，
の 健 康 及 び 福 祉 の いている。 各学 校 や市 町村 教育委
確 保 を 図 る た め の 前 回 ，学 校現 場にお 員会 に 対し て， 指導・
措 置 」 に 基 づ き ， ける 持 ち帰 り業 務につ 助 言 を 行 っ て い く 。」
取 組 み を 推 進 す る いて 話 があ った が，教 と聞いている。
よう要請すること。 育 委 員 会 か ら は ，「 持

ち帰 り 業務 の縮 減につ
いて は ，市 町村 教育委
員会 に 対し ，持 ち帰り
が行 わ れて いる 実態把
握に 努 める とと もに，
その 縮 減に 向け た取組
を進 め るこ とを 求めて

いる と ころ 。各 学校で
は， 管 理職 によ る職員
面談 等 によ り業 務の持
ち帰 り を含 め， 職員個
々の 働 き方 に応 じた実
態把 握 とそ の改 善に取
り組 ん でい るが ，引き
続き ， 市町 村教 育委員
会及 び 各学 校に 対し，
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適切 な 指導 ・助 言を行
っ て い く 。」 と 聞 い て
いる。

５ 休暇について 今 後 とも 年次 有給休
(1 ) 年 次 有 給 休 暇 の 完 暇の 計 画的 使用 や連続

全 取 得 に 向 け て ， 職 取得 の しや すい 環境づ

員 の 届 け 出 に 基 づ く くり の ため ，事 務事業
年 休 取 得 ・ 連 続 取 得 の徹 底 した 見直 しや事
を保障すること。 務の 簡 素効 率化 の推進

に， 更 に一 層， 努めて
まいりたい。

(2 ) 夏 季 休 暇 の 取 得 可 令 和 ４年 度か ら，全
能 期 間 を ， ６ 月 か ら ての 職 員を 対象 に，従
１ ０ 月 ま で と す る こ 前の ７ 月か ら９ 月まで
と。 の取 得 可能 期間 を１０

月 ま で 延 長 し た と こ
ろ。 現 行の 取扱 いでま
いりたい。

(3 ) 県 立 短 大 で は い わ 県 立 短期 大学 におけ
ゆる「単位の実質化」 る教 員 の勤 務時 間，休
に よ り 「 祝 日 の 授 業 暇 等 に つ い て は ，「 県
日 」 が 常 態 と な っ て 職員 の 勤務 時間 ，休暇
き て い る が ， 入 試 の 等に 関 する 条例 」では
時 期 な ど で は １ 日 単 なく ， 教育 職員 として
位 ・ ８ 週 間 以 内 と い 「学校職員の勤務時間，

う 制 約 に よ り 代 休 が 休暇 等 に関 する 条例」
取 得 で き な い ケ ー ス が適 用 され てい るとこ
が あ る た め ， よ り 弾 ろ。 従 って ，休 日の代
力 的 な 運 用 を 行 う こ 休制 度 等に つい ては学
と。 校職 員 の関 係条 例第１

６条 に 基づ き， 教育職
員と 同 様の 取扱 いとな
る。 県 立短 期大 学にお
ける 教 員の 方々 の休日
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の代 休 につ いて は，条
例に 基 づき ，適 切に運
用する必要がある。

６ 臨 時 的 任 用 職 員 の 勤 臨 時 的任 用職 員の給 臨 時的 任用 職員の 給 臨 時 的任 用職 員の勤 臨時 的 任用 職員の 給
務 ・ 労 働 条 件 の 改 善 に 与に つ いて は， 各任命 与 に つい ては ，各任 命 務・ 労 働条 件に ついて 与 につ い ては ，前回 も
ついて 権者 に おい て当 該職員 権 者 にお いて 当該職 員 は， 前 回も 申し 上げま 申 し上 げ たと おり， 上

(1 ) 臨 時 的 任 用 職 員 ・ の位 置 づけ を総 合的に の 位 置づ けを 総合的 に した と おり ，上 限の取 限 の 取 扱 い に つ い て
臨 時 的 任 用 教 職 員 の 勘案 し ，給 与の 決定を 勘 案 し， 給与 の決定 を 扱い に つい ては ，その は ，そ の 時々 の他県 の
賃 金 の 上 限 を 撤 廃 す 行っ て いる とこ ろ。知 行 っ てい ると ころ。 臨 時々 の 他県 の動 向及び 動 向及 び 本県 の財政 状
ること。 事部 局 にお いて は，臨 時 的 任用 の職 の位置 付 本県 の 財政 状況 を踏ま 況 を踏 ま える 必要が あ

時的 任 用職 員は ，地方 け に つい て， 前回， 申 える 必 要が ある ところ る とこ ろ だが ，他県 に
公務 員 法に おい て，任 し 上 げた とお り，知 事 だが ， まず ，他 県にお お いて は 引き 続き様 々
用に 当 たり ，競 争試験 部 局 にお いて は，臨 時 いて は 引き 続き 様々な な 状況 と なっ ている と
や選 考 とい った 厳格な 的 任 用職 員は ，地方 公 状 況 と な っ て い る こ こ ろ。 ま た， 本県の 財
能力 実 証を 要し ないと 務 員 法に おい て，任 用 と， ま た， 本県 の財政 政 状況 に つい ては予 断
され て いる こと や，常 に 当 たり ，競 争試験 や 状況 に つい ては 予断を を 許さ な い状 況が続 く
勤職 員 の代 替と して， 選 考 とい った 厳格な 能 許さ な い状 況が 続くと と 予想 さ れて いると こ
臨時 的 に任 用す るもの 力 実 証を 要し ないと さ 予想 さ れる こと などを ろ 。こ の よう な状況 を
であ り ，そ の職 務の困 れ て いる こと や，常 勤 踏ま え ると ，現 時点に 踏 まえ る と， 上限の 取
難， 複 雑， 責任 の度合 職 員 の代 替と して， 臨 おい て は， 新た に上限 扱 いに つ いて は，引 き
いは 常 勤職 員と 同一の 時 的 に任 用す るもの で を引 上 げる 状況 にはな 続 き他 県 の動 向を注 視
もの と は言 えな いこと あり，その職務の困難， いと 考 えて いる ところ し ，本 県 の厳 しい財 政
から ， 常勤 職員 とは職 複 雑 ，責 任の 度合い は であ り ，当 面の 間，現 状 況等 を 踏ま えなが ら
の位 置 付け が異 なるも 常 勤 職員 と同 一のも の 行の 取 扱い でま いりた 検 討し て いく 必要が あ
のと考えている。 と は 言 え な い こ と か い。 る と考 え てい る。そ の

し た がっ て， 臨時的 ら ， 常勤 職員 とは職 の 教 育 委員 会の 期限付 よ うな 中 ，厳 しい財 政
任用 職 員の 給与 につい 位 置 付け が異 なるも の き教 職 員の 給与 の決定 状 況で は ある が，他 県

ては ， その よう な考え と 考 えて いる 。した が につ い ては ，ま ずは， の 動向 や 県公 労の強 い
方を 踏 まえ た上 で決定 っ て ，臨 時的 任用職 員 任命 権 者と 協議 してい 主 張も 踏 まえ ，当面 の
する 必 要が ある と考え の 給 与に つい ては， そ ただきたい。 措 置と し て， 上限に つ
てい る 。地 公法 の改正 の よ うな 考え 方を踏 ま い て， 新 たに ４号給 引
によ り ，任 用に ついて え た 上で 決定 する必 要 き 上げ た い。 具体的 に
は， 臨 時的 任用 職員は が あ ると 考え ている 。 は ，令 和 ６年 度以降 に
「常 時 勤務 を要 する職 上 限 の取 扱い につい て 新 たに 任 用す る臨時 的
に欠 員 を生 じた 場合に は ， その 時々 の他県 の 任 用職 員 につ いて， 行
限り 任 用で きる こと」 動 向 及び 本県 の財政 状 政 職給 料 表が 適用さ れ
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が明 確 化さ れ， また， 況 を 踏ま える 必要が あ る もの に つい ては， 当
給与 に つい ては ，会計 る と ころ だが ，まず ， 面 の措 置 とし て，現 在
年度 任 用職 員制 度の導 他 県 にお いて は現在 ， の 上限 で ある １級４ １
入等 に 向け た国 のマニ 上 限 を撤 廃し た団体 が 号 給に ４ 号給 を加え ，
ュ ア ル に お い て ，「 常 あ る 一方 で， 将来的 な １ 級４ ５ 号給 を上限 と
勤職 員 と同 等の 職務の 上 限 撤廃 を見 据えた 段 し たい 。 また ，他の 給
内容 や 責任 を有 する場 階 的 措置 を講 じた団 体 料 表を 適 用す る臨時 的

合に ， 下位 の級 に格付 や 上 限は 撤廃 せず， 上 任 用職 員 につ いても ，
けを 行 った り， 各級の 限 の 引上 げを 行った 団 行 政 職 の 取 扱 い に 準
最高 号 給未 満の 水準を 体 ， また ，上 限の見 直 じ，当面の措置として，
上限 と して 設定 したり し を 行わ なか った団 体 そ れぞ れ の職 種に応 じ
する と いっ た取 扱いは が あ るな ど， 引き続 き て 設定 し てい る上限 に
改め る 必要 があ る」と 様 々 な状 況と なって い ４ 号給 を 加え た号給 を
され る など ，そ の取扱 る こ と， また ，本県 の 上限としたい。
いに 関 する 統一 的な考 財 政 状況 につ いては 予 教育 委 員会 の期限 付
え方 が 示さ れた ところ 断 を 許さ ない 状況が 続 き 教職 員 につ きまし て
であ り ，他 県に おいて く と 予想 され ること な も ，知 事 部局 と同様 ，
も上 限 の取 扱い につい ど を 踏ま える と，現 時 常 勤職 員 とは 位置づ け
て， 様 々な 検討 が行わ 点 に おい ては ，新た に が 異な る 訳で ござい ま
れたところ。 上 限 を引 上げ る状況 に す が， そ の給 与の決 定

こ う した 動き を踏ま は な いと 考え ている と に つい て は， 基本的 に
えま し て， 県公 労との ころであり，当面の間， は 知事 部 局の 考え方 を
協議の場において，「上 現 行 の取 扱い でまい り 踏 まえ つ つも ，教育 職
限 の 取 扱 い に つ い て たい。 給 料表 ㈡ 及び 教育職 給
は， 引 き続 き他 県の動 教 育委 員会 の期限 付 料 表㈢ の 上限 である 最
向を 注 視し ，本 県の厳 き 教 職員 につ きまし て 高 号給 数 と， 行政職 給
しい 財 政状 況も 踏まえ も ， 常勤 職員 とは職 の 料 表の 上 限で ある最 高
なが ら 検討 して いく必 位 置 づけ が異 なる訳 だ 号 給 数 を 比 較 し た 場

要が あ る」 と申 し上げ が ， その 給与 の決定 に 合 ，教 育 職給 料表㈡ 及
た上 で ，当 面の 措置と つ い ては ，ま ずは， 任 び 教育 職 給料 表㈢に つ
して，令和２年度以降， 命 権 者と 協議 してい た い ては 最 高号 給数ま で
上限 の 号給 の引 上げを だきたい。 の 差が 相 当数 あるこ と
行っ た とこ ろ。 このよ や ，他 県 の教 育職給 料
うに ， 上限 の取 扱いに 表 ㈡及 び 教育 職給料 表
つい て は， その 時々の ㈢ の上 限 見直 しの状 況
他県 の 動向 及び 本県の を 考慮 し て取 り扱う 必
財政 状 況を 踏ま える必 要 が あ る と 考 え て い
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要があるところだが， る 。 具 体 的 に は ，「 教
まず ， 他県 にお いては 育 職給 料 表㈡ におい て
現在 ， 上限 を撤 廃した は ，現 行 の上 限であ る
団体 が ある 一方 で，将 １ 級５ ９ 号給 に８号 給
来的 な 上限 撤廃 を見据 を 加え ， １級 ６７号 給
えた 段 階的 措置 を講じ を 上限 と し， 教育職 給
た団 体 や上 限は 撤廃せ 料 表㈢ に つい ては， 教

ず， 上 限の 引上 げを行 育 職給 料 表㈡ との均 衡
った 団 体， また ，上限 に 鑑み ， １級 ６７号 給
の見 直 しを 行わ なかっ を 上限 と する ことと し
た団 体 があ るな ど，引 たい。」と聞いている。
き続 き 様々 な状 況とな
って い るこ と， また，
本県 の 財政 状況 につい
ては 予 断を 許さ ない状
況が 続 くと 予想 される
こ と な ど を 踏 ま え る
と，現時点においては，
上限 を 引上 げる 状況に
はな い と考 えて いると
ころ で あり ，現 行の取
扱いでまいりたい。

教 育 委員 会の 期限付
き教 職 員に つい ても，
常勤 職 員と は職 の位置
づけ が 異な るが ，その
給 与 の 決 定 に つ い て
は， 任 命権 者と 協議し

ていただきたい。

(2) 臨時的任用職員に， 退 職 手 当 に つ い て
正 規 職 員 と 均 衡 を は は， 任 用期 間に 応じて
か っ た 退 職 手 当 を 支 一般 職 員に 準じ た取扱
給すること。 いと な って おり ，現行

の 取 扱 い で ま い り た
い。
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( 3 ) 教 職 員 定 数 の 都 合 学 校 職 員 の 住 居 手
上 ， 始 業 式 当 日 に 任 当， 通 勤手 当に ついて
用 さ れ る 臨 時 的 任 用 は， 県 職員 同様 に，国
教 職 員 に つ い て ， ４ の取 扱 いに 準じ ，支給
月 分 の 住 居 手 当 ， 通 の始 期 につ いて ，要件
勤 手 当 等 の 生 活 関 連 を具 備 する に至 った日
手当を支給すること。 の属 す る月 の翌 月，た

だし ， 要件 を具 備する
に至 っ た日 が月 の初日
であ る とき は， その日
の属 す る月 から 開始す
るも の とし て， 関係規
則に 基 づき 支給 してい
ると聞いている。

教 育 委員 会の 期限付
き教 職 員の 任用 時期に
つい て は， 任命 権者の
責任 と 判断 で決 定する
ものと考えている。

７ 会 計 年 度 任 用 職 員 の 会 計 年度 任用 職員の 会 計年 度任 用職員 の 会 計 年度 任用 職員の 会計 年 度任 用職員 の
勤務労働条件について 給与 等 の改 定に ついて 給 与 等の 改定 につい て 給与 等 の改 定に ついて 給 与等 の 改定 につい て
(1 ) ２ ０ ２ ３ 年 ８ 月 の は， 常 勤職 員の 給与に は ， 前回 ，申 し上げ た は， 前 回申 し上 げたと は ，常 勤 職員 の給与 に

人 事 院 勧 告 「 本 年 ４ つい て ，今 期の 協議を と お り， 常勤 職員の 給 おり。 つ いて ， 今期 の協議 を
月 ， 常 勤 職 員 の 給 与 経て ， 改定 する 場合に 与 に つい て， 今期の 協 改 正 され た国 のマニ 経 て， 改 定す る場合 に
の 改 定 に 係 る 取 扱 い あっ て は， 常勤 職員の 議 を 経て ，改 定する 場 ュアルにおいては，「給 あ って は ，常 勤職員 の
に 準 じ て 非 常 勤 職 員 例に よ り支 給す る会計 合 に あっ ては ，常勤 職 与改 定 の実 施時 期を常 例 によ り 支給 する会 計
の 給 与 を 改 定 す る よ 年度 任 用職 員の 給与等 員 の 例に より 支給す る 勤職 員 に準 じる ことと 年 度任 用 職員 の給与 等

う 努 め る 旨 を ， 非 常 につ い ても ，そ れらの 会 計 年度 任用 職員の 給 する 会 計年 度任 用職員 に つい て も， それら の
勤 職 員 の 給 与 に 関 す 改定 が 反映 され ること 与 等 につ いて も，そ れ の範 囲 につ いて は，国 改 定が 反 映さ れるこ と
る 指 針 に 追 加 。 指 針 となる。 ら の 改定 が反 映され る の取 扱 いを 参考 にしつ となる。
の 内 容 に 沿 っ た 適 正 全 国 統一 の基 準で報 こととなる。 つ， 各 地方 公共 団体の 常勤 職 員の 給料表 に
な 給 与 支 給 が 行 わ れ 酬が 設 定さ れて いる職 全 国統 一の 基準で 報 実情 を 踏ま え， 適切に よ らず 報 酬額 の設定 を
る よ う ， 各 府 省 を 指 など に つい ては ，給料 酬 額 が設 定さ れてい る 設 定 し て い た だ き た 行 って い る一 部の職 に
導 」 に よ り ， す べ て 表に は よら ず， 別途定 職 な どに つい ては， 制 い。」とされているが， お いて ， 異な る取扱 い
の 会 計 年 度 任 用 職 員 め る 職 で あ る こ と か 度 移 行前 から 当該単 価 既に，本県においては， と する こ とは ，国の マ
の 賃 金 を 引 き 上 げ る ら， そ の報 酬は ，常勤 等 を 基に 報酬 額を設 定 常勤 職 員の 給料 表に基 ニ ュア ル の趣 旨に反 す
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こと。 職員 の 給料 表改 定は反 し て おり ，制 度移行 後 づき 報 酬額 を設 定して る もの で はな いと考 え
映 さ れ な い こ と と な も 給 料表 には よらず ， いる 職 を中 心に ，大部 て いる が ，本 県の交 付
る。 当 該 単価 等を 踏まえ て 分の 会 計年 度任 用の職 税 単価 を 基に 報酬額 を

報 酬 額を 設定 してい る が， 今 回の 国の マニュ 設 定し て いる 職の報 酬
と こ ろで あり ，前回 ， アル の 改正 内容 に沿っ 改 定 の 取 扱 い に 関 し
申 し 上げ たと おり， そ た取 扱 いと なっ ている て ，よ り 一層 ，常勤 職
の 報 酬は ，常 勤職員 の ところ。 員 との 均 衡を 確保す る

給 料 表改 定は 反映さ れ こ れ ら を 踏 ま え る 観 点か ら ，常 勤職員 の
ないこととなる。 と，常勤職員の給料表 給料表の改定を踏まえ

(2 ) 常 勤 職 員 と の 均 衡 国 の マニ ュア ルにお 会計 年 度任 用職員 の
を は か る た め 報 酬 額 いて 「 職務 の内 容や責 職 ごと の 報酬 額につ い
の 上 限 を 撤 廃 す る こ 任等 を 踏ま えつ つ，給 て は， 制 度移 行前の 臨
と。 料又 は 報酬 の水 準に一 時 ・非 常 勤の 職につ い

定の 上 限を 設け ること て 設定 さ れる 報酬額 を
が適 当 」と され ている 基 に， 九 州各 県の報 酬
ことを踏まえ，「大枠」 設 定の 考 え方 を考慮 し
にお い て， 個別 の職ご な がら ， 国の マニュ ア
とに 一 定の 上限 を設け ル に沿 っ て， 常勤職 員
ることとしたところ。 の初任給基準額や初任

(3 ) 職 歴 が あ る 場 合 ， 会 計 年度 任用 職員の
経 験 を 報 酬 に 反 映 さ 報酬 決 定に 当た り考慮
せ る た め ３ か 月 を １ する 職 務経 験等 につい
号 と し て 換 算 す る こ ては ， 常勤 職員 の例に
と。 よ る こ と と し た と こ

ろ。

(4) 勤 務 時 間 が ８時 30 現 行 のと おり でまい
分 か ら 17時 3 0分 以 外 りたい。
に 割 り 振 ら れ て い る
会 計 年 度 任 用 職 員 に
つ い て は ， 正 規 職 員
と 同 様 に 割 増 報 酬 を
支給すること。

(5 ) 休 日 等 の 勤 務 が 割
り 振 ら れ て い る 会 計
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年 度 任 用 職 員 に つ い
て は ， 正 規 職 員 と 同
様 に 時 間 外 勤 務 扱 い
と し ， 加 算 額 を 支 給
すること。

(6 ) ２ ０ ２ ３ 年 ４ 月 ２ こ れ まで ，パ ートタ 会 計年 度任 用職員 へ 会計 年 度任 用職員 へ

６ 日 に 参 議 院 本 会 議 イム の 会計 年度 任用職 の 勤 勉手 当支 給は， 前 の 勤勉 手 当の 支給に つ
で可決・成立した「地 員には，地方自治法上， 回申し上げたとおり。 い ては ， これ まで申 し
方 自 治 法 の 一 部 を 改 報酬 ， 費用 弁償 及び期 上 げた と おり ，会計 年
正する法律」により， 末 手 当 し か 支 給 で き 度 任用 職 員に 対して 勤
会 計 年 度 任 用 職 員 に ず， 勤 勉手 当は 支給で 勉 手当 を ，令 和６年 ６
勤 勉 手 当 の 支 給 が 定 きな い こと とさ れ，ま 月 期か ら 支給 するこ と
め ら れ た こ と か ら ， た， フ ルタ イム の会計 としたい。
会 計 年 度 任 用 職 員 に 年度 任 用職 員に ついて
勤 勉 手 当 を 支 給 す る は， 国 のマ ニュ アルに
こ と 。 ま た ， 週 １ ５ おい て ，支 給し ないこ
時 間 ３ ０ 分 未 満 の 会 とが 基 本と され ていた
計 年 度 任 用 職 員 に つ ところ。
い て も 一 時 金 を 支 給 今 般 ，地 方自 治法の
すること。 一部 を 改正 する 法律が

公布 さ れ， これ に伴い
国の マ ニュ アル が改訂
され た こと で， パート
タイ ム 及び フル タイム
の会 計 年度 任用 職員に
対す る 勤勉 手当 の支給
が令 和 ６年 度か ら可能

となったところ。また，
本県 の 人事 委員 会の報
告に お いて も， 改正法
の趣 旨 や国 のマ ニュア
ルの 内 容， 他の 都道府
県の 動 向等 を踏 まえ，
会計 年 度任 用職 員に対
する 勤 勉手 当の 支給に
向け た 検討 を進 める必



- 30/56 -

要が あ る旨 の報 告がな
されたところ。

会 計 年度 任用 職員の
手当 等 につ いて は，こ
れま で 国の マニ ュアル
を踏 ま え対 応し てきて
いる と ころ であ り，国

のマ ニ ュア ルの 改訂内
容や 人 事委 員会 報告等
を踏 ま え， 会計 年度任
用職 員 に対 して 勤勉手
当を ， 令和 ６年 ６月期
から 支 給す るこ ととし
たい。

支 給 対 象 に つ い て
は， 期 末手 当の 支給対
象と同様，原則として，

１週 間 当た りの 勤務時
間が １ ５時 間３ ０分以
上の 者 かつ 任期 が６月
以上 で ある 者と し，基
準日 に つい ても ，期末
手当 と 同様 に， ６月１
日， １ ２月 １日 とした

い。
支 給 額に つい ては，

「勤 勉 手当 基礎 額」に
「期 間 率」 を乗 じ，さ
らに 「 成績 率」 を乗じ
る算 出 方法 とし ，勤勉
手 当 基 礎 額 に つ い て
は， 期 末手 当基 礎額と
同様 と し， 期間 率につ
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いて は ，基 本的 に常勤
職員 の 例に よる ことと
し， 成 績率 の区 分及び
成績 率 は常 勤職 員の例
によることとしたい。

人 事 評価 結果 の成績
率 へ の 反 映 に つ い て

は， 国 のマ ニュ アルに
おい て 「人 事評 価の結
果を 適 切に 成績 率に反
映 す る 必 要 が あ る 。」
とさ れ てい るこ とを踏
まえ ， 会計 年度 任用職
員の 勤 勉手 当の 成績率
につ い ては ，常 勤職員
と同 様 に， 人事 評価の
結果 を 反映 させ ること
としたい。

会 計 年度 任用 職員の
人事 評 価に つい ては，
会計 年 度任 用職 員が行
う業 務 は， 常勤 職員が
行う べ き業 務と は，そ
の職 務 の内 容や 責任の
程度 が 異な ると ころ。
また ， 会計 年度 任用職
員の 職 務の 内容 ，責任
等は 職 によ り様 々であ

るこ と や， 同一 職にお
いて も 任期 が異 なると
ころ。これらを踏まえ，
現行 の 会計 年度 任用職
員 の 人 事 評 価 は ，「 目
標を 達 成」 と「 目標の
達成 が 不十 分」 の２区
分と し てい ると ころで
あり ， 成績 率へ の評価
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結果 の 反映 に当 たって
は， 現 行の 人事 評価制
度に 基 づく 評価 結果を
基礎 と する こと として
いる 。 なお ，こ れらの
評価 区 分は ，そ れぞれ
常勤 職 員の 勤勉 手当の

成績 区 分に あて はめる
と ，「 目 標 を 達 成 」 は
Ｃ ，「 目 標 の 達 成 が 不
十分 」 はＤ ・Ｅ に相当
する も のと して 取り扱
いたいと考えている。

(7 ) 超 過 勤 務 を 命 令 し ( 7 )の 時 間 外 勤 務 に
た 場 合 ， あ る い は ， つ い て は ，「 大 枠 」 に
命 令 は 行 わ れ な く と おい て ，制 度移 行前の
も 業 務 の 一 環 と し て 非常 勤 職員 の取 扱いと
勤 務 時 間 外 に 勤 務 し 同様 ， 原則 とし て命じ
た 場 合 に は ， 勤 務 の ない こ とと し， やむを
振 替 は 行 わ ず ， 追 加 得ず 時 間外 に勤 務をす
の 報 酬 を 支 給 す る こ る 必 要 が あ る 場 合 に
と。 は， 他 の勤 務時 間と振

り替 え る等 の調 整を行
うこととしたところ。

な お ，振 替等 の対応
が困 難 な事 例が 生じた
場合 は ，制 度移 行前の

非常 勤 職員 の取 扱い同
様， 追 加報 酬を 支給す
るこ と とな る。 また，
命令 な くし て職 員が正
規の 勤 務時 間を 超えて
業務 に 従事 する ことが
ない よ う， 適正 な勤務
時間 管 理等 に努 めてま
いる。
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( 8 ) 任 用 終 了 時 に 任 用 パ ー トタ イム の会計
期 間 に 応 じ た 退 職 手 年度 任 用職 員に は，改
当 を 支 給 す る こ と 。 正地方自治法上，報酬，
算定方法については， 費用 弁 償， 期末 手当及
鹿 児 島 県 職 員 退 職 手 び勤 勉 手当 しか 支給で
当 支 給 条 例 に 基 づ く きず ， 退職 手当 その他

こと。 の手 当 は支 給で きない
(9 ) 借 家 等 の 家 賃 補 助 こと と され てい るとこ

や 家 族 を 扶 養 す る た ろ。
め の 手 当 を 支 給 す る
こ と 。 手 当 の 支 給 に
つ い て は ， 再 任 用 以
外 の 正 規 職 員 に 準 じ
ること。

( 1 0 ) ２ ０ ２ ２ 年 度 に 会計年度任用の「職」
知事部局において， の設 置 につ いて は，そ
フ ル タ イ ム の 受 付 れぞ れ の職 の必 要性を
業 務 補 助 員 を 配 置 十分 に 検討 した 上で，
し た こ と か ら ， 他 私ど も の責 任と 判断で
の 部 局 等 に お い て 行っていく。その上で，
も 職 場 の 実 態 に 応 フ ル タ イ ム と す べ き
じ て フ ル タ イ ム 職 か， パ ート タイ ムとす
員を配置すること。 べき か につ いて も，そ

れぞ れ の「 職」 の職務
の内 容 や標 準的 な職務
の量 を 考慮 して ，私ど

もの 責 任と 判断 で定め
ることとなる。

( 1 1 ) 休 暇 制 度 は ， 全 休 暇 制 度 に つ い て
て 正 規 職 員 と 同 様 は， 国 のマ ニュ アルに
とすること。 おい て ，国 の非 常勤職

員と の 権衡 の観 点を踏
まえ る こと が必 要とさ
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れて い るこ とか ら，基
本的 に 国の 非常 勤職員
と同 様 の休 暇を 付与す
るこ と とし たと ころ，
会計 年 度任 用職 員の夏
季休 暇 の日 数に つきま
して は ，令 和４ 年度か

ら， 常 勤職 員と 同様に
５日 と した とこ ろ。ま
た， 夏 季休 暇の 取得期
間に つ いて ，令 和４年
度か ら 常勤 職員 と同様
に， ７ 月か ら９ 月まで
の取 得 期間 を１ ０月ま
で延長したところ。

( 1 2 ) 職 務 の 実 態 に 応 被 服 貸 与 に つ い て
じ た ， 被 服 貸 与 規 は， 制 度移 行前 の非常
定 を 策 定 し ， 被 服 勤職 員 に対 して は，貸
を貸与すること。 与規 則 に基 づき 貸与し

てい る とこ ろだ が，対
象貸 与 品目 や期 間の設
定に 当 たっ ては ，各所
管部 の 意見 を聞 きなが
ら， 職 務遂 行上 ，真に
必要 な 被服 につ いて貸
与す る とい う制 度の趣
旨に 沿 って 対処 してい

るところ。

( 1 3 ) 県 立 短 大 の 教 務 会 計 年度 任用 職員の
補 助 員 （ 第 二 部 保 任期 に つい ては ，業務
健 室 担 当 ） に つ い の状 況 に応 じて 私ども
て は ， 1 2 か 月 雇 用 にお い て決 定す べき事
とすること。 項。

県 立 短大 の第 二部保
健室 担 当の 教務 補助員
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につ い ては ，学 生の健
康保 持 増進 業務 の補助
のた め 任用 して いるも
ので あ り， 業務 の状況
に応 じ て， 現行 の任用
期 間 と し て い る と こ
ろ。

( 1 4 ) 県 立 学 校 の 「 学 学 校 図書 補助 員を含
校図書補助員」，「寮 む個 別 の職 の具 体の勤
監 」 の 報 酬 形 態 を 2 務 労 働 条 件 に つ い て
01 9年 度 の 賃 金 水 準 は， 令 和元 年度 ，県公
を 維 持 し た 上 で 月 労と 協 議を 行い ，合意
額報酬に戻すこと。 を得 た とこ ろ。 会計年

度任 用 職員 の報 酬は，
地 方 自 治 法 第 2 0 3条 の
２第 ２ 項に おい て「そ
の勤 務 日数 に応 じてこ
れを支給する」とされ，
日額 と する こと が原則
であ る こと から ，日額
の設 定 がな じま ない一
部の 職 を除 き， 制度移
行前 に 月額 報酬 であっ
た職についても，原則，
日額 報 酬と すべ きであ
ると考えている。

( 1 5 ) 職 の 継 続 性 や 安 会 計 年度 任用 職員制
定 的 雇 用 を 確 保 す 度の 趣 旨を 踏ま え，適
る た め ， 報 酬 形 態 切に対処していく。
や 賃 金 水 準 を 改 善
すること。

( 1 6 ) 子 育 て 支 援 策 に 子 育 て支 援策 につい
つ い て は ， 休 業 ・ ては ， 地方 公務 員の育
休 暇 を 取 得 し や す 児休 業 等に 関す る法律
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い 職 場 環 境 を 整 備 の改 正 に伴 い， 会計年
すること。 度 任 用 職 員 に つ い て

は， 昨 年１ ０月 からい
わゆ る 育児 休業 の取得
が原 則 ２回 まで 可能と
なっ た ほか ，妊 娠，出
産， 育 児等 と仕 事の両

立支 援 のた めに 講じる
措置 と して ，本 県にお
いて も ，配 偶者 出産休
暇と 育 児参 加の ための
休暇 の 新設 ，産 前休暇
と産 後 休暇 の有 給化，
育児 休 業・ 介護 休暇等
の 取 得 の 柔 軟 化 な ど
を， 国 の取 扱い に準じ
て， 昨 年１ 月以 降，順
次 導 入 し て き た と こ
ろ。

８ 「 常 時 勤 務 を 要 す る 欠 員 代替 職員 の確保
職に欠員を生じた場合」 につ い ては ，そ れぞれ
と す る 地 公 法 の 「 臨 時 の職 場 にお ける 業務が
的 任 用 の 適 性 確 保 」 の 円 滑 に 遂 行 さ れ る よ
趣 旨 に 基 づ き ， 臨 時 的 う， 今 後と も対 処して
任 用 の 乱 用 を 行 わ ず ， まいりたい。
常 勤 職 員 を 増 員 す る こ
と。

９ 労 働 安 全 衛 生 法 に 基 メ ン タル ヘル ス対策
づ く 体 制 を 確 立 し ， メ につ い ては ，令 和元年
ン タ ル ヘ ル ス 対 策 を は 度 か ら ，「 メ ン タ ル ヘ
じ め と す る 具 体 的 施 策 ルス 総 合対 策事 業」と
の 拡 充 を 行 う こ と 。 ま して ， 臨床 心理 相談員
た ， ス ト レ ス チ ェ ッ ク の設 置 や職 員健 康相談
に つ い て は ， 職 場 ご と 室の 開 設， 精神 科医に
の 集 団 分 析 ， 結 果 の 職 よる 相 談を 充実 させる
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場環境の改善への活用， など し ，よ り専 門的知
総 括 労 働 安 全 衛 生 委 員 見に 基 づく タイ ムリー
会 で の 活 用 な ど 具 体 的 かつ 効 果的 な相 談体制
取 組 み を 実 施 ・ 強 化 す の充 実 ・強 化に 努めて
ること。 いる 。 また ，ス トレス

チェ ッ クに つい ては，
平成 ２ ８年 度か ら実施

して お り， 各所 属に対
して ， その 結果 を職場
環境 の 改善 につ なげる
こと な どを 促し ている
とこ ろ 。さ らに ，職員
の心身の負担が過度と
なる こ とが ない よう，
臨床 心 理相 談員 の設置
によ る 相談 体制 の充実
・強 化 やレ ジリ エンス
を高 め るた めの 研修の
実施 ， 医師 によ る面接
指導 等 を通 じて ，職員
の更 な る健 康管 理の充
実 に 努 め て い る と こ
ろ。 今 後と も， 職員自
らス ト レス に気 づきセ
ルフ ケ アに 努め るとと
もに ， 早め の対 応がで
きる よ う環 境整 備に努
めてまいりたい。

教 育 委員 会に おける
メン タ ルヘ ルス 対策に
つい て は， 教職 員よろ
ず相 談 やメ ンタ ルヘル
ス相 談 を実 施す るとと
もに ， 管理 職及 び職員
を対 象 とし た研 修会の
中で 実 施さ れる メンタ
ルヘ ル ス講 座へ の講師
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を派遣している。特に，
教職 員 よろ ず相 談につ
いて は ，相 談員 を２人
体制 と し， 相談 時間を
夜 ８ 時 ま で と す る な
ど， サ ポー ト体 制の充
実を 図 って いる と聞い

ている。
な お ，改 正労 働安全

衛生 法 で実 施が 義務づ
けら れ てい る， いわゆ
るス ト レス チェ ックに
ついては，今年度も 11
月上 旬 から 実施 し，不
調者 へ の早 期対 応・職
場復 帰 支援 ・再 発防止
など ， 計画 的・ 継続的
な対 策 を講 じて いると
聞い て いる 。ま た，市
町村 教 育委 員会 に対し
ても ， 引き 続き ，集団
分析 結 果の 衛生 委員会
等で の 活用 など ，必要
な対 策 が講 じら れるよ
う， 指 導し てい くと聞
いている。

1 0 あ ら ゆ る ハ ラ ス メ ン 知 事 部 局 に お い て あ らゆ るハ ラスメ ン 前 回 ，ハ ラス メント 次に ， ハラ スメン ト

ト 防 止 に む け て ， 全 職 は， 令 和２ 年１ ２月に ト の 防止 につ いては ， 防止 に つい て， お話が 防 止対 策 につ いてで ご
員 を 対 象 と し た 実 効 性 各種 ハ ラス メン トの防 前 回 申し 上げ たとお り あり ま した 。こ れまで ざ いま す 。教 育現場 に
の あ る 研 修 の 実 施 ， 二 止等 に 関す る規 程を策 で ご ざい ます 。なお ， も申 し 上げ たと おり， お ける ハ ラス メント 防
次 被 害 の 防 止 ， 相 談 窓 定し ， 職員 の責 務とし 前 回 ，教 育現 場にお け 知事 部 局及 び教 育委員 止 対策 に つい て，皆 さ
口 の 充 実 ， 相 談 受 付 後 て， ハ ラス メン トをし る ハ ラス メン ト防止 等 会に お いて 各種 ハラス ん 方か ら 学校 現場の 状
の フ ォ ロ ー ， 担 当 者 研 ては な らな いこ とを定 に 関 する 指針 に関し て メン ト 防止 策に 取り組 況 等に 関 する お話を お
修 な ど 具 体 策 を 講 ず る めた ほ か， 監督 者の責 お 話 があ りま した。 教 んで い ると ころ です。 聞 き し た と こ ろ で す
こ と 。 ま た ， 職 員 の ニ 務と し て， ハラ スメン 育 委 員 会 か ら は ，「 学 今後 と も， あら ゆる機 が ，指 針 を踏 まえた ハ
ー ズ に 応 じ た 相 談 窓 口 トの 防 止等 に努 めなけ 校 に おけ るハ ラスメ ン 会を 捉 えて ，様 々なハ ラ スメ ン ト防 止の取 組
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と な っ て い る か 検 証 を れば な らな いこ とを明 ト 防 止の 研修 につい て ラス メ ント の防 止等の が 学校 現 場に おいて も
行 う こ と 。 な お ， 問 題 確化したところ。 は ， 令和 ４年 度，全 て 対策 に つい て， 管理職 適 切に 行 われ るよう ，
が 発 生 し た 場 合 は 速 や こ れ まで も各 種ハラ の 学 校に おい て，わ い 員 を は じ め 職 員 に 対 私 から 任 命権 者にお 伝
か に 有 効 な 手 立 て を 講 スメ ン トの 防止 策とし せ つ 及び ハラ スメン ト し， 研 修等 を通 じた周 えいたします。
ずること。 て， 毎 年度 当初 に各所 防 止 のた めの 研修が 行 知・ 徹 底を 図る ととも

属長 等 に対 しハ ラスメ わ れ てい る。 現在， 指 に， 職 員の 方々 の働き
ント の 防止 と排 除に努 針 を 策定 して いる市 町 やす い 職場 づく りに努

める 旨 の通 知を 発出し 村 教 育委 員会 は，３ １ めてまいります。
てい る とこ ろだ が，今 で あ り， 残り １２は 今
年 ４ 月 の 通 知 に お い 年 度 中に 策定 を予定 し
て， 規 程で 明確 化した て い る 。」 と 聞 い て お
責務 等 に十 分留 意する ります。
よう ， 改め て周 知・徹
底を 図 った とこ ろ。さ
らに ， 新任 以外 を含め
広 く 監 督 者 等 を 対 象
に， 新 たに ハラ スメン
ト防 止 等に 関す る特別
研修 や ，相 談員 研修を
設け た とこ ろで あり，
こ れ ら の 研 修 を 通 じ
て， 職 員に 対し 一層の
意識 啓 発及 び知 識の更
なる 向 上を 図っ ている
ところ。

教 育 委員 会に おいて
も，令和５年６月に「鹿
児島 県 立学 校に おける

ハラ ス メン トの 防止等
に関 す る指 針」 を策定
し， 各 県立 学校 長及び
各市 町 村教 育委 員会教
育長 に 対し て， 校内研
修等 を 通じ た意 識啓発
を行 う など その 防止と
排除について通知を行
うと と もに ，管 理職研
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修会 等 にお いて ，当該
通知 を 踏ま えた 学校経
営に あ たる よう 指導し
てい る ほか ，教 職員よ
ろず 相 談や 全て の学校
及び 市 町村 教育 委員会
の相 談 窓口 にお いても

相談 に 応じ るこ ととし
ていると聞いている。

今 後 とも ，あ らゆる
機会 を 捉え て， 様々な
ハラ ス メン トの 防止等
の対 策 につ いて ，管理
職員 を はじ め職 員に対
し， 研 修等 を通 じた周
知・ 徹 底を 図る ととも
に， 職 員の 方々 の働き
やす い 職場 づく りに努
めていく。

1 1 更 年 期 障 害 休 暇 ・ リ 本 県 職員 の休 暇制度
フ レ ッ シ ュ 休 暇 ・ ス ク は基 本 的に は国 の制度
ー リ ン グ 休 暇 を 新 設 す に準 じ て取 り扱 ってい
る と と も に ， 夏 季 休 暇 るところ。
・ 永 年 勤 続 休 暇 を 拡 充 夏 季 休 暇 に つ い て
し ， 休 暇 制 度 を 改 善 す は， 先 ほど も申 し上げ
る こ と 。 自 己 啓 発 等 休 たとおり。
業 の 取 得 要 件 を ， 新 た 自 己 啓発 等休 業制度

な 免 許 ・ 資 格 の 取 得 な は， 現 行の 取扱 いでま
どへ拡大すること。 いりたい。

1 2 職 員 の 精 神 疾 患 対 策 現 行 の取 扱い でまい
について りたい。
(1 ) 療 養 ・ 病 気 休 暇 ，

病 気 休 職 を す べ て 使
い 切 っ た 者 の 復 職 後
の 検 診 ・ 加 療 の た め
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の 休 暇 制 度 を 改 善 す
ること。

(2) カ ウ ン セ リ ン グ 等
の た め に ， 常 勤 で 専
任 の 産 業 医 を 配 置 す
る こ と 。 ま た ， 社 会
復 帰 の ケ ア の た め に

専 門 ス タ ッ フ を 配 置
すること。

(3) 円 滑 な 職 場 復 帰 の
た め に ， 復 職 後 の な
ら し 期 間 な ど の 条 件
整備を行うこと。

(4 ) 精 神 疾 患 に よ る 療
休 ・ 病 休 ， 休 職 の 代
替 職 員 は ， 復 帰 後 も
必 要 な 一 定 期 間 ， 配
置を継続するこ

1 3 男 女 共 同 参 画 社 会 に 知 事 部 局 に お い て
向け て，「第５次 男女共 は， 平 成２ ８年 ３月，
同参画基本計画」（ 2020 いわ ゆ る女 性活 躍推進
年 1 2月 閣 議 決 定 ） の 実 法に 基 づき ，今 後１０
効 あ る 施 策 を 講 ず る こ 年間 の 特定 事業 主行動
と。 計 画 を 策 定 し ま し た

が， 令 和３ 年３ 月には
この 計 画を 見直 し，後
期計 画 を策 定し ，数値

目 標 と し て ， ｢管 理 的
地位 に 占め る女 性職員
の 割 合 １ ６ ％ ｣を 掲 げ
たと こ ろ。 同計 画にお
いて は ，具 体的 な取組
とし て ，男 性の 育休，
子育 て 目的 の休 暇の取
得 促 進 等 ｢家 事 ， 育 児
や介 護 をし なが ら活躍
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で き る 職 場 環 境 の 整
備 ｣を 掲 げ て い る と こ
ろで あ り， 今後 とも，
同計 画 に基 づき ，女性
職員 が 意欲 を持 ってそ
の能 力 を発 揮で きると
とも に ，働 きや すい職

場づ く りに 努め てまい
りた い 。教 育委 員会に
おい て も， 同様 に策定
し た 行 動 計 画 に 基 づ
き， 取 り組 んで いくと
聞いている。

1 4 次 世 代 育 成 支 援 対 策 「 特 定事 業主 行動計
推 進 法 ・ 女 性 の 職 業 生 画」 に 基づ く具 体的な
活 に お け る 活 躍 の 推 進 各種 取 組に つい ては，
に 関 す る 法 律 に 基 づ く 毎年 度 当初 に職 員への
「特定事業主行動計画」 周知 を 行っ てい るとこ
について ろ。 計 画の 推進 にあた
(1) 「 特 定 事 業 主 行 動 って は ，知 事部 局及び

計 画 」 は ， 毎 年 度 当 教育 委 員会 が， それぞ
初 に ， 職 員 に 周 知 す れ設 置 して いる 「特定
ること。 事業 主 行動 計画 策定・

(2) 次 世 代 育 成 支 援 対 推進委員会」において，
策 推 進 法 第 1 9条 第 ５ 毎年 度 の進 捗状 況を把
項 並 び に 女 性 活 躍 推 握し ， 公表 した 上で，
進 法 第 １ ５ 条 第 ６ 項 そ の 結 果 等 を 踏 ま え

に 基 づ き ， 毎 年 の 措 て， そ の後 の対 策の実
置 な ど の 実 施 状 況 を 施や 計 画の 見直 し等を
公 表 す る と と も に 実 行っているところ。
効 性 の 確 保 を 図 る こ
と。

1 5 公 務 職 場 に お け る ジ 知 事 部 局 に お い て
ェ ン ダ ー 平 等 を 実 現 す は， セ クハ ラ指 針及び
る た め に ， 性 的 指 向 及 ハラ ス メン ト相 談窓口
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び ジ ェ ン ダ ー ア イ デ ン チラ シ にお いて ，ハラ
テ ィ テ ィ の 多 様 性 に 関 スメ ン トに なり 得る言
す る 理 解 を 増 進 さ せ る 動と し て「 性的 指向や
た め の 実 効 あ る 施 策 を 性自 認 をか らか いやい
講ずること。 じめ の 対象 」と するこ

と を 例 示 し て い る ほ
か， ハ ラス メン ト防止

等研 修 や人 権同 和研修
会等 に おけ る周 知・啓
発， 幹 部職 員に よるジ
ェン ダ ーの 理解 を深め
るた め の意 見交 換会を
行っている。

教 育 委員 会に おいて
も， 教 職員 等の 性的マ
イノ リ ティ への 正しい
理解 と 認識 を深 めるた
めの リ ーフ レッ トや研
修資 料 を作 成す るとと
もに ， 各種 研修 会にお
ける 指 導を 行う など，
周知 ・ 啓発 を行 ってい
ると聞いている。

今 後 も， 引き 続き，
同法 の 趣旨 等を 踏まえ
なが ら ，公 務職 場にお
ける 性 的指 向及 びジェ
ンダ ー アイ デン ティテ

ィの 多 様性 に関 する理
解の 増 進に 取り 組んで
いく。

1 6 障 が い 者 が 働 き や す 障 害 を持 つ職 員の配
い 職 場 環 境 を 整 備 し ， 置先 や 業務 内容 等につ
障 害 者 差 別 解 消 法 並 び いて は ，障 害の 特性に
に 障 害 者 雇 用 促 進 法 に 配慮しているところ。
基 づ く 合 理 的 配 慮 を 行 平 成 １１ 年度 から，
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う こ と 。 ま た ， 国 の 示 身体 障 害者 を対 象とす
す 障 害 者 法 定 雇 用 率 を る職 員 採用 試験 を実施
最 低 と し ， 雇 用 率 の 拡 して い ると ころ だが，
大を図ること。 令和 元 年度 の試 験から

は， 知 的・ 精神 障害者
を対 象 に加 え， 令和２
年度 か らは 受験 資格年

齢の 上 限を ３０ 歳から
３９ 歳 に引 き上 げるな
ど， 受 験資 格を 緩和し
たと こ ろ。 障害 者雇用
促進 法 等の 趣旨 を踏ま
え， 適 切に 対処 してま
いりたい。

1 7 家 庭 生 活 と 仕 事 の 両 令 和 ４年 １月 から導
立 の た め に さ ら に 次 の 入し ， 令和 ５年 ４月１
ような改善を行うこと。 日か ら 休暇 の付 与日数
(1 ) 出 生 サ ポ ー ト 休 暇 を治 療 の内 容を 問わず

について １０日としたところ。
① 常 勤 職 員 ・ 会 計 現 行 の取 扱い でまい
年 度 任 用 職 員 を 問 りたい。
わ ず ， 休 暇 を 取 得
し や す い 職 場 環 境
を整備すること。

② 頻 繁 な 通 院 が 必
要 ， 遠 隔 地 に 居 住
ま た は 勤 務 の た め

通 院 に 時 間 を 要 す
る 場 合 は ， 休 暇 日
数 に 移 動 日 数 を 加
算すること。

(2) 子育てについて 男 性 職員 の育 児休業 子 育て に関 する休 暇
① 出 産 補 助 休 暇 の 取得 及 び育 児短 時間勤 の 新 設に つい ては， 前
取 得 期 間 を 延 長 す 務の 利 用促 進に ついて 回 ， 見守 りの ための 休
ること。 は特 定 事業 主行 動計画 暇 等 につ いて ，様々 な
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② 産 前 ・ 産 後 休 暇 に 基 づ き ，「 出 産 ・ 育 話 が あっ たが ，難病 や
の 期 間 を 延 長 す る 児の し おり 」を 職コミ 障 害 をも つ子 の療育 の
こと。 の ラ イ ブ ラ リ に 登 録 た め の休 暇制 度，子 育

③ 育 児 短 時 間 勤 務 し， そ の旨 を所 属長を て 支 援休 暇及 び不登 校
制 度 に つ い て は ， 通じ て 職員 に周 知する 等 常 時家 族の 対応が 必
任 命 権 者 ご と に 関 など ， 制度 の周 知，職 要 な 場合 の見 守りの た
係 労 働 組 合 と 十 分 員の 意 識啓 発に 努めて め の 休暇 の新 設につ い

交渉・協議を行い， いる と ころ 。そ れぞれ て は ，前 回申 し上げ た
制 度 の 充 実 を 図 る の計 画 にお いて は，出 と お り， 本県 職員の 休
こ と 。 ま た ， 全 て 産補 助 休暇 及び 男性の 暇 制 度は 基本 的には 国
の 職 種 に つ い て 代 ため の 産前 産後 休暇に の 制 度に 準じ て取り 扱
替 職 員 を 配 置 す る つい て 数値 目標 を設定 っ て いる とこ ろであ り
こと。 しているところ。 困難。

④ 育 児 休 業 に つ い 難 病 や障 害を もつ子
て は 有 給 と し ， 代 の療 育 のた めの 休暇制
替 職 員 を 確 保 す る 度， 子 育て 支援 休暇及
こ と 。 ま た ， 子 の び不 登 校等 常時 家族の
出 生 日 か ら ５ ７ 日 対応 が 必要 な場 合の見
を 超 え る 育 児 休 業 守り の ため の休 暇の新
に つ い て 請 求 期 限 設に つ いて は， 本県職
を 短 縮 す る と と も 員の 休 暇制 度は 基本的
に ３ 回 以 上 の 取 得 には 国 の制 度に 準じて
を 可 能 と し ， 一 時 取り 扱 って いる ところ
金 の 不 利 益 な 取 扱 であり困難。
いを行わないこと。 そ の 他に つい ては，

⑤ 育 児 休 暇 に つ い 現行 の 取扱 いで まいり
て は ， 現 行 １ 年 ６ たい。
か 月 の 取 得 可 能 期

間 を ， 子 が ３ 歳 に
達 す る 日 ま で に 延
長すること。

⑥ 男 性 職 員 の 育 児
休 業 や 育 児 短 時 間
勤 務 等 の 利 用 に つ
い て ， 次 世 代 育 成
支 援 対 策 推 進 法 並
び に 女 性 活 躍 推 進
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法 に 基 づ く 特 定 事
業 主 行 動 計 画 が 達
成 で き る よ う に す
る こ と 。 ま た ， 行
動 計 画 の 数 値 目 標
を 達 成 す る た め の
取 組 み の 促 進 策 を

取りまとめること。
⑦ 「難病」及び「障

害 」 の あ る 子 の 療
育 の た め の 休 暇 制
度を創設すること。

⑧ 子 ど も の 学 校 行
事 等 へ の 参 加 の た
め の 子 育 て 支 援 休
暇を新設すること。

⑨ 不 登 校 等 常 時 家
族 の 対 応 が 必 要 な
場 合 ， 見 守 り の た
め の 休 暇 を 新 設 す
ること。

(3 ) 介 護 ・ 看 護 に つ い 介 護 ・看 護期 間中の 前 回， 介護 ・看護 に 前 回 ，「 介 護 休 暇 の 介護 を 理由 に離職 し
て 経 済 的 保 障 に つ い て 関 し て様 々な 話があ っ 取得 可 能期 間」 や「子 た 職員 の 再雇 用制度 の
① 介 護 ・ 看 護 期 間 は， 介 護休 暇の 期間中 た が ，前 回も 申し上 げ に係 る 看護 休暇 の年齢 新 設に つ いて ，私ど も
中 の 経 済 的 保 障 に は， そ の給 与が 減額さ た と おり ，介 護休暇 の 制限 」 につ いて 話がご と して も 改め て検討 し
つ い て ， 県 独 自 の れる こ とと なっ ている 期 間 延長 及び 対象者 の あっ た が， 本県 職員の た とこ ろ 。知 事部局 の
制 度 も 含 め て 完 全 が， 介 護休 暇取 得者に 拡 大 ，介 護・ 看護休 業 休暇 制 度は ，基 本的に 現 状を 申 し上 げると ，

支給することとし， 対し て は， 現在 ，６６ に つ いて は， 本県職 員 は国 の 制度 に準 じて取 ま ず， 自 己都 合によ る
昇 給 幅 の 抑 制 を 完 日を 限 度に ，共 済組合 の 休 暇制 度は 基本的 に り扱 っ てい ると ころで 退 職者 は 近年 増加傾 向
全に復元すること。 から 介 護休 業手 当金が は 国 の制 度に 準じて 取 あり ， 現行 の取 扱いで に あり ， この うち， 介

② 長 期 に わ た る 要 支給 さ れ， 職員 互助会 り 扱 って いる ところ で まいりたい。 護 や育 児 を理 由とす る
介 護 状 態 に 対 応 す から は 介護 休暇 給付金 あり，困難。 退 職 が 一 定 あ る と こ
る た め ， 介 護 休 暇 が支 給 され るこ ととな 介 護を 理由 に離職 し ろ 。ま た ，高 度化・ 複
の 期 間 延 長 や ，「 介 っているところ。 た 職 員の 再雇 用制度 の 雑 化， 多 様化 する行 政
護 ・ 看 護 休 業 （ 休 介 護 ・看 護に 係る休 新 設 につ いて は，職 員 需 要に 的 確に 対応す る
職）」の新設により， 暇の 同 居要 件に ついて の 採 用は 管理 運営事 項 た めに は ，採 用者の 質
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３ 年 程 度 の 介 護 ・ は， 平 成２ ９年 ４月か だ が ，本 県職 員の確 保 を 確保 す る必 要があ る
看 護 に 専 念 す る 期 ら， 国 に準 じて ，介護 に 関 し， 一般 的な試 験 が ，近 年 ，採 用試験 の
間 が 得 ら れ る よ う 休暇 等 につ いて ，祖父 区 分 に加 え， 例えば ， 受 験者 数 が減 少傾向 に
にすること。 母， 孫 及び 兄弟 姉妹に 民 間 企業 等職 務経験 者 あ るこ と に加 え，高 齢

③ 介 護 を 理 由 と し つい て 要件 を撤 廃した を 対 象と する 採用試 験 層 職員 の 退職 も多い 傾
て 退 職 せ ざ る を 得 ところ。 を 実 施し ，即 戦力と し 向 にあ る こと から， 人
な か っ た 職 員 の 再 介 護 休暇 の期 間延長 て 活 躍で きる 中堅職 員 材 確保 が 課題 になる こ

雇 用 制 度 等 を 設 け 及び対象者の拡大，「介 を 確 保す るな どして ， と も 見 込 ま れ る と こ
ること。 護・ 看 護休 業」 につい 行 政 需要 に対 応でき る ろ 。他 方 ，各 都道府 県

④ 介 護 ・ 看 護 に 係 ては ， 本県 職員 の休暇 人 材 を一 定確 保して き に おい て ，近 年，再 雇
る 休 暇 の 介 護 ・ 看 制度 は 基本 的に は国の ているところ。 用 制度 を 導入 ，もし く
護 等 の 対 象 者 を 拡 制度 に 準じ て取 り扱っ は 導入 を 検討 する動 き
大 す る と と も に ， てい る とこ ろで あり， が あり ， 現時 点では １
同 居 ， 別 居 の 要 件 困難。 ２ の道 県 で導 入され て
を 緩 和 す る こ と 。 介 護 を理 由に 離職し い ると こ ろ。 このよ う
特に，「難病」や「障 た職 員 の再 雇用 制度の な 状況 を 踏ま え，知 事
害 」 の あ る 子 に つ 新設 に つい ては ，職員 部 局に お いて は，職 員
い て の 改 善 を 図 る の採 用 は管 理運 営事項 と して の 知識 ，技能 を
こと。 だが ， 本県 職員 の確保 活 かし ， 即戦 力とし て

⑤ 看 護 休 暇 は ， 対 に関 し ，一 般的 な試験 再 活 躍 し て も ら う た
象 と な る 子 の 年 齢 区分 に 加え ，例 えば， め ，本 県 職員 が育児 ・
制 限 を 撤 廃 す る こ 民間 企 業等 職務 経験者 介 護等 の やむ を得な い
と 。 ま た ， 子 に 限 を対 象 とす る採 用試験 理 由で 退 職し た場合 に
ら ず ２ 人 以 上 の 場 を実 施 し， 即戦 力とし 再 雇用 す る制 度につ い
合 は １ ０ 日 と す る て活 躍 でき る中 堅職員 て ，令 和 ６年 度から の
こ と 。 な お ， 取 得 を確 保 する など して， 実 施に 向 けて ，人事 委
事 由 に つ い て は ， 行政 需 要に 対応 できる 員 会と 協 議を 進めて い
感 染 症 流 行 時 の 学 人材 を 一定 確保 してき く。

級 閉 鎖 へ の 対 応 等 てい る とこ ろ。 看護休 教育 委 員会 におい て
も 含 め る よ う に す 暇に つ いて は， 現行の も ，「 や む を 得 ず 本 県
ること。 とおりでまいりたい。 教 員を 一 度退 職した 者

⑥ 高 校 生 以 下 の 子 高 校 生以 下の 子が各 に 対し て は， 採用試 験
が 感 染 症 予 防 の た 種ワ ク チン を接 種する 時 の教 養 試験 を免除 す
め の ワ ク チ ン 接 種 場合 は ，看 護休 暇又は る 「本 県 正規 教員経 験
を す る 場 合 ， 有 給 年次 有 給休 暇の 取得で 者 特別 選 考」 を令和 ３
の 特 別 休 暇 を 取 得 対応 す るこ とに なる。 年 度 か ら 実 施 し て お
す る こ と が で き る 看護 休 暇に つい ては， り ，Ｓ Ｎ Ｓ等 の活用 を
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ようにすること。 先ほ ど も申 し上 げたと 含 め て 周 知 に 務 め た
⑦ 介 護 休 暇 等 を 取 おり。 い 」と 聞 いて いる。 ま
得 し て い る 職 員 の 介 護 休暇 等を 取得し た ，「 教 員 以 外 の 学 校
代 替 職 員 の 勤 務 期 てい る 職員 の代 替職員 職 員に お いて は，知 事
間 に つ い て は ， 介 の 勤 務 期 間 に つ い て 部 局の 動 向を 踏まえ ，
護 休 暇 等 を 取 得 し は， 業 務へ の影 響を勘 育 児・ 介 護等 のやむ を
て い る 職 員 の 忌 引 案し て ，必 要と 認めら 得 ない 理 由で 退職し た

期 間 満 了 ま で と す れる 期 間に つい て配置 場 合に 再 雇用 する制 度
ること。 し て い る と こ ろ で あ の 検討 を 進め る」と 聞

り， 今 後と も適 切に対 いている。
応してまいりたい。 次に，看護休暇につ

(4 ) 育 児 ， 介 護 ， 看 護 こ れ まで も職 員個々
を 行 っ て い る 職 員 の の家 庭 事情 など ，可能
人 事 異 動 に つ い て は な限 り 配慮 しな がら，
十分配慮すること。 本人 の 経験 等総 合的に

判断 し て行 って きてい
るところ。

(5 ) 子 の 弔 祭 休 暇 を １ 先 ほ ど申 し上 げたと
０日とすること。 おり。

(6 ) 学 校 現 場 を 除 い て 職 員 の柔 軟な 働き方
試 行 さ れ て い る 時 差 を促 進 し， 職業 生活と
出 勤 制 度 を 拡 大 し ， 家庭 生 活の 両立 を図る
国 家 公 務 員 に 適 用 さ など の 観点 から 必要な
れ て い る 早 出 ， 遅 出 規程 を 整備 し， 令和４
出 勤 と 同 様 の 制 度 を 年４ 月 １日 から 本格的

確立すること。 に 運 用 し て い る と こ
ろ。

(7 ) 配 偶 者 同 行 休 業 制 法 の 趣旨 を踏 まえる
度 を 県 外 へ の 異 動 に と， 県 外へ の異 動や離
も適用するとともに， 島と 本 土間 の異 動に適
特 に ， 南 北 ６ ０ ０ ｋ 用することは困難。
ｍ と い う 本 県 の 状 況
が あ る こ と か ら ， 離
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島 と 本 土 間 の 異 動 に
も適用すること。

1 8 定 期 健 診 の 改 善 を は 今 後 とも ，必 要に応
かること。 じ， 検 査項 目の 見直し

や充 実 等に 努め てまい
りたい。

1 9 離 島 を は じ め と す る 地 域 ごと の緊 急性・
劣 悪 な 住 宅 環 境 を 早 期 必要 性 を総 合的 に勘案
に改善・整備すること。 しな が ら対 応し てまい
公 舎 の 改 修 や 廃 止 な ど りたい。
に 伴 う 移 転 費 用 は 公 費 公 舎 廃止 等に 伴う移
負担とすること。 転費 用 の負 担に ついて

は， 赴 任を 命ぜ られた
こと に 伴う 移転 でない
もの に つい ては ，移転
料を 旅 費と して 負担す
る こ と は 困 難 。 旅 費
以外 で 負担 する ことに
つい て も， 国の 取扱い
に準じ，困難。

知 事 部 局 に お い て
は， 新 規建 設や 建て替
えに つ いて は， 民間の
住宅 供 給の 状況 等を踏
まえ ， 原則 とし て行わ
ない こ とと して いるも

のの ， 離島 など 地域の
特 殊 性 を 踏 ま え た 上
で， 真 に必 要性 がある
場合 は ，個 別に 検討を
行う こ とと して いる。
離島 地 区に おい ては，
民間 の 住宅 供給 が不足
して い ると いっ た状況
を踏 ま え， 特に 老朽化
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の激 し い職 員住 宅につ
いて ， 原則 とし て，民
間住 宅 一括 借上 方式に
より 順 次整 備す ること
としている。

20 旅費について ２０の (1)， (2)及び 移 転 料の 増額 の件に 移転 料 の増 額の件 に

(1 ) 出 張 に 伴 う 旅 費 単 ( 4 )に つ い て ， 現 行 の つい て は， 国の 制度に つ いて は ，国 の制度 に
価 に つ い て 大 幅 に 引 取扱いでまいりたい。 準じ て いる とこ ろであ 準 じて い ると ころで あ
き上げること。特に， ( 3 )の 移 転 料 の 増 額 り， 現 行の 取扱 いでま り ，現 行 の取 扱いで ま
私 有 車 使 用 承 認 に 係 の件 に つい ては ，国の いりたい。 いりたい。
る 車 賃 に つ い て は ， 制度 に 準じ てい るとこ 国 の 移転 料の 実費支 国の 移 転料 の実費 支
揮 発 油 単 価 の 増 大 を ろで あ り， 現行 の取扱 給 の 取 扱 い に つ い て 給 の 取 扱 い に つ い て
勘 案 し １ キ ロ あ た り いでまいりたい。また， は， 定 額支 給の 枠組み は ，定 額 支給 の枠組 み
の 単 価 を 引 き 上 げ る 自家 用 車等 を運 搬する を変 更 した もの ではな を 変更 し たも のでは な
こと。 際の 追 加費 用に ついて く， 旅 費法 第４ ６条に く ，旅 費 法第 ４６条 に

(2 ) 高 速 道 路 等 ・ 新 幹 は， 国 にお いて ，当該 基づ く 旅費 の調 整によ 基 づく 旅 費の 調整に よ
線 利 用 の 旅 費 支 給 要 費用 は 民間 企業 におい り行 っ てい るも のであ り 行っ て いる もので あ
件を緩和すること。 ても 支 給を 制限 してい り， 本 県に おい ても旅 り ，本 県 にお いても 旅

(3 ) 引 っ 越 し 時 の 輸 送 る経 費 であ り， 実費支 費条 例 第３ ０条 の規定 費 条例 第 ３０ 条の規 定
費 が 値 上 が り し て い 給に 馴 染ま ない 経費と によ り ，旅 費の 調整が に より ， 旅費 の調整 が
る こ と か ら ， 赴 任 の し て い る こ と を 踏 ま できることとなってい で きる こ とと なって い
際 の 引 っ 越 し 費 用 が え， 別 途支 給す ること る。 る。
路 程 に 応 じ た 移 転 料 は困難。 現在 ， 国に おいて ，
を 超 え る 場 合 は ， 領 教 育 委員 会の 取扱い 旅 費法 の 改正 を目指 す
収 書 等 に 基 づ き 実 費 につ い ては ，任 命権者 動 き が あ る と こ ろ で
支 給 と す る こ と 。 ま と協 議 して いた だきた す 。引 き 続き ，国及 び
た ， 本 土 か ら 離 島 ， い。 他の都道府県の動向を

離 島 か ら 本 土 ， 離 島 （ 5） の 駐 車 場 料 に 注視してまいりたい。
か ら 離 島 へ の 赴 任 に つい て は， 旅費 条例及
際 し ， 自 家 用 車 を 輸 び規 則 にお いて ，公務
送 す る 場 合 は 自 動 車 上の 必 要ま たは 天災そ
航 走 運 賃 を 別 途 支 給 の他 や むを 得な い事情
すること。 があ る 場合 に， 旅行諸

(4 ) 異 動 に 伴 う 同 一 市 雑費 と して 支給 すると
町 村 内 の 転 居 に 対 す され て いる とこ ろ。そ
る 移 転 料 の 支 払 い 要 の際 ， 駐車 場料 の旅行
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件を緩和すること。 諸 雑 費 と し て の 支 給
(5 ) 航 空 機 承 認 を 受 け は， 通 常， 用務 地での

た 出 張 に お い て ， 自 利用 に 限る 取扱 いとし
宅 ま た は 在 勤 公 署 か てい る とこ ろで あり，
ら 空 港 ま で の 連 絡 バ 経由 地 での 利用 に対す
ス が な く ， 自 宅 ま た る支 給 を認 める ことは
は 在 勤 公 署 か ら 空 港 困難。

ま で 私 有 車 を 利 用 す 現行のとおりでまい
る 場 合 ， 空 港 周 辺 の りたい。
有 料 駐 車 場 に 私 有 車
を 駐 車 し な け れ ば な
ら な い こ と か ら ， 経
由 地 の 有 料 駐 車 場 の
料 金 を 旅 行 諸 雑 費 と
して支給すること。

2 1 「 鹿 児 島 県 職 員 の 分 失 職 に該 当す ること
限 に 関 す る 手 続 及 び 効 とな る 禁錮 以上 の刑に
果 に 関 す る 条 例 第 ７ 条 処せ ら れる 場合 とは，
の 失 職 の 例 外 」 に ， 公 一般 的 には 公務 員とし
務 遂 行 上 の 過 失 の み で ての 相 当の 信用 失墜行
は な く ， 公 共 の 福 祉 に 為で あ り， 県民 の信託
資 す る た め の 地 域 活 動 を裏 切 る行 為で あるこ
や ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 な とか ら ，公 務と 関係の
ど ， 公 務 に 準 ず る 公 共 ない 職 員の 私的 行為に
的 な 活 動 に お け る 過 失 係る 場 合を 含め て特例
を追加すること。 事項 の 対象 とす ること

は， 県 民感 情か らも理

解を得るのは難しい。
な お ，他 県の 状況を

は， 現 在， 失職 の特例
を設 け てい る都 道府県
につ い ては ，本 県を含
め３ ６ 団体 とな ってい
る。 引 き続 き， 他県の
動向 を 注視 して まいり
たい。
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2 2 公 務 使 用 承 認 さ れ た 職 員 が， 公務 使用の
私 有 車 使 用 に お け る 第 承認 を 受け た私 有車で
三 者 へ の 損 害 補 償 は ， 公務 中 に第 三者 に損害
民 法 ７ １ ５ 条 に 基 づ き を与 え る事 故を 起こし
使 用 者 が 責 任 を 負 う こ た場 合 ，県 は民 法第７
と。 １５ 条 に基 づく 使用者

責任 が 生じ ると されて
いる が ，一 方で 職員本
人に も ，当 然な がら損
害賠 償 責任 が生 じると
されている。

2 3 2 0 0 7年 の 学 校 教 育 法 国 に おけ る状 況及び
改正による「新たな職」 人事 委 員会 の報 告等を
を 導 入 し な い こ と 。 ま 踏ま る と， 義務 教育等
た ， 義 務 教 育 等 教 員 特 教員 特 別手 当や 給料の
別 手 当 ・ 給 料 の 調 整 額 調整 額 の復 元を 行う状
を回復すること。 況に は ない と考 えてい

る。

24 県立短期大学を除く， 国に準じ て制度化し
い わ ゆ る 「 管 理 職 」 に ているところ。
支 給 さ れ て い る 管 理 職
手 当 及 び 管 理 職 員 特 別
勤 務 手 当 を 廃 止 す る こ
と。

2 5 県 立 短 期 大 学 に お け 「 県 立短 期大 学の海
る 海 外 留 学 制 度 へ の 予 外留 学 制度 の予 算」の
算を確保すること。 件に つ いて ，海 外派遣

事業 に つい ては ，全庁
的に 各 種派 遣事 業はそ
の必 要 性や 緊急 性等に
鑑み ， 事業 の休 止や縮
小 を 進 め る よ う ，「 令
和６ 年 度当 初予 算要求
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にお け る留 意事 項につ
いて 」 で示 して いると
ころ。

県 立 短期 大学 の海外
留学 制 度に つい ては，
平成 １ ９年 度か ら休止
し て い る 状 況 も 踏 ま

え， そ の必 要性 につい
て十 分 な検 討が 必要と
考えている。

な お ，今 年度 から，
ふる さ と納 税制 度を活
用し ， 県立 短期 大学に
寄附 を 行い 同大 学の活
性化 に 貢献 でき る仕組
みと し てか ごし ま応援
寄附 金 のプ ロジ ェクト
応援 型 に「 県立 短期大
学応 援 プロ ジェ クト」
を追 加 した とこ ろ。当
該寄 附 金を 活用 して，
教員 の 海外 研究 に関す
る事 業 など を実 施する
こと も 可能 とな ってい
る。

2 6 県 立 学 校 に お け る す 「 県 立学 校に おける
べ て の 教 室 や 実 習 室 及 空調 設 備の 設置 等」の

び 執 務 室 な ど 業 務 に あ 件に つ いて は， 教育委
た る 部 屋 に 空 調 設 備 を 員 会 か ら ，「 県 立 高 校
設 置 す る こ と 。 ま た ， につ い ては ，平 成４年
空 調 設 備 に か か る 電 気 度よ り ，保 健室 ，図書
代 の す べ て を 県 費 で 負 室， 特 別教 室の 一部，
担すること。 執務 室 ，寄 宿舎 等を県

費 に よ る 整 備 対 象 と
し， 順 次年 次計 画的に
空調 整 備を 行っ てきて
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いる 。 他方 で， 普通教
室に つ いて は， 緊急的
な対 応 が必 要な 場合な
ど 例 外 的 な 場 合 を 除
き， 原 則， 私費 整備と
しているところ。また，
県で 整 備し た空 調設備

につ い ては ，原 則とし
て， 概 ね使 用期 間２０
年を 目 処に ，年 次計画
に従 い 機器 の更 新を行
って き てい ると ころ。
普通 教 室の 私費 整備分
の更 新 を含 めた 空調設
備 の 更 新 等 に つ い て
は， 限 られ た財 源の中
で既 存 校舎 の老 朽化へ
の対 応 や特 別支 援学校
への 対 応な ど優 先して
取り 組 むべ き課 題も踏
まえ る 必要 があ り，学
校施 設 の整 備全 体の中
で考 え てい くべ き課題
として認識している。」
と聞いている。

ま た ，空 調設 備に係
る電 気 代に つい ては，
「県 整 備分 は県 が負担

して お り， 私費 整備分
は維 持 管理 等に 要する
経費 を 負担 する ことを
条件 に 設置 の許 可をし
て い る 。」 と 聞 い て い
る。

2 7 公 務 員 制 度 改 革 に 向 今 後 ，県 公労 と協議
け て の 制 度 設 計 な ど に が必 要 なも のに ついて
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つ い て ， 県 公 労 と 十 分 は十 分 協議 して まいり
に協議を行うこと。 たい。

【提案事項】 療 養 休暇 及び 休職の 療養 休 暇及 び休職 の
期間 に つい ては ，療養 取 扱い に つい ては， こ
休暇 に おい ては 鹿児島 れ まで 申 し上 げたと お
県職 員 安全 衛生 管理規 り，新たな運用基準を，

程， 休 職に おい ては鹿 令和６年４月から適用
児島 県 職員 の分 限に関 したい。
する 手 続き 及び 効果に
関す る 条例 に基 づき，
療養 休 暇が ９０ 日又は
６月 ， 休職 が３ 年の範
囲内 と ，そ れぞ れの期
間が 定 めら れて いると
ころ 。 再度 の療 養休暇
及び 休 職の 期間 に係る
取扱 い につ いて は，こ
れま で ，個 々の 事例を
踏ま え 適切 に対 応して
きたところ。

一 方 ，職 員の 心身両
面に お ける 健康 の保持
・増 進 の観 点か ら，再
度の 療 養休 暇及 び休職
の可 否 や， 期間 の上限
等を 示 すこ とは ，休職
者等 が 復職 に向 けた療

養に 専 念し ，円 滑な職
場復 帰 を目 指し てもら
うた め に重 要で あると
考えている。このため，
今回 ， 従前 の運 用実績
を踏 ま えつ つ， 他県の
事例 も 考慮 し， 運用基
準を 明 確に した い。具
体的 に は， 同一 疾病で
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再発 し た場 合に ついて
は， 療 養休 暇及 び休職
から 復 職後 １年 以上が
経 過 し て い た と き に
は， 再 度， 療養 休暇及
び休 職 の対 象に なるも
のと 定 めた いと 。新た

な 運 用 基 準 に つ い て
は， 令 和６ 年４ 月から
の取り扱いにしたい。


